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カ
ナ
ダ
に
お
け
る
外
国
人
女
性
に
対
す
る
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
バ
イ
オ
レ
ン
ス

― 

被
害
者
の
法
的
保
護
と
支
援
体
制
に
つ
い
て 

―

福　
　

嶋　
　

由
里
子

は
じ
め
に

カ
ナ
ダ
で
は
、
カ
ナ
ダ
市
民
ま
た
は
永
住
権
保
持
者
（
以
下
、「
カ
ナ
ダ
市
民
等
」
と
す
る
。）
と
、
婚
姻
関
係
ま
た
は
内
縁
関
係
に
あ
る
外
国
人
女
性
が
、
配
偶
者

や
内
縁
関
係
に
あ
る
パ
ー
ト
ナ
ー
か
ら
暴
力
を
受
け
た
場
合
、
日
本
と
同
様
に
、
在
留
資
格
の
有
無
や
言
語
の
壁
等
に
よ
っ
て
、
法
的
支
援
や
支
援
制
度
へ
の
ア
ク
セ

ス
が
制
限
さ
れ
る
。
特
に
、
永
住
権
を
取
得
し
て
い
な
い
外
国
人
女
性
が
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
バ
イ
オ
レ
ン
ス
（
以
下
、「
Ｄ
Ｖ
」
と
す
る
。）
の
被
害
を
受
け
て
い
る

（
1
）

カ
ナ
ダ
で
は
、
カ
ナ
ダ
市
民
ま
た
は
永
住
権
保
持
者
と
婚
姻
関
係
ま
た
は
内
縁
関
係
に
あ
る
外
国
人
女
性
が
、
配
偶
者
や
内
縁
関
係
に
あ
る
パ
ー
ト
ナ
ー
か
ら
暴
力
を
受
け

た
場
合
、
日
本
と
同
様
に
、
在
留
資
格
の
有
無
や
言
語
の
壁
等
に
よ
っ
て
、
法
的
支
援
や
支
援
制
度
へ
の
ア
ク
セ
ス
が
制
限
さ
れ
る
。
特
に
、
永
住
権
を
取
得
し
て
い
な
い
外

国
人
女
性
の
場
合
は
、
就
労
の
機
会
も
制
限
さ
れ
る
た
め
、
経
済
的
理
由
等
に
よ
り
生
活
再
建
に
向
け
て
一
歩
踏
み
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
者
も
多
い
。
こ
の
よ
う
に
、
在
留

資
格
の
不
安
さ
ゆ
え
に
加
害
者
の
も
と
に
と
ど
ま
る
傾
向
に
あ
る
被
害
者
を
救
済
す
る
た
め
、
カ
ナ
ダ
で
は
、
移
民
難
民
保
護
法
の
「
人
道
と
思
い
や
り
（
Ｈ
＆
Ｃ
）」
制
度

を
活
用
し
、
永
住
権
を
取
得
し
て
い
な
い
外
国
人
Ｄ
Ｖ
被
害
者
に
も
永
住
権
取
得
へ
の
道
を
用
意
し
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
こ
の
Ｈ
＆
Ｃ
制
度
の
内
容
と
運
用
面
に
お
け
る
問

題
点
を
指
摘
し
、
改
善
点
を
示
す
。

論
文
要
旨
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場
合
は
、
公
的
支
援
を
受
け
る
こ
と
が
極
め
て
難
し
く
、
加
害
者
の
も
と
を
離
れ
て
生
活
を
再
建
す
る
こ
と
が
非
常
に
難
し
い
。
こ
の
よ
う
に
、
在
留
資
格
の
不
安
定

さ
ゆ
え
に
加
害
者
の
も
と
に
と
ど
ま
る
傾
向
に
あ
る
被
害
者
を
救
済
す
る
た
め
、
カ
ナ
ダ
で
は
、
移
民
難
民
保
護
法
の
「
人
道
と
思
い
や
り
（H

u
m

an
itarian

 an
d 

C
om

passion
ate

、
以
下
、「
Ｈ
＆
Ｃ
」
と
す
る
。）」
制
度
に
よ
り
、
永
住
権
を
取
得
し
て
い
な
い
外
国
人
Ｄ
Ｖ
被
害
者
に
も
被
害
状
況
の
証
明
等
、
一
定
条
件
の
も
と
で

永
住
権
申
請
を
認
め
て
い
る
。
こ
の
制
度
は
、
在
留
資
格
の
喪
失
を
お
そ
れ
て
加
害
者
の
も
と
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
被
害
者
た
ち
に
、
暴
力
か
ら
逃
れ
生
活
を
立
て
直
す

機
会
を
与
え
る
重
要
な
役
割
を
任
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
ま
ず
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
外
国
人
女
性
Ｄ
Ｖ
被
害
者
の
現
状
や
被
害
者
が
直
面
す
る
主
な
問
題
点
に

つ
い
て
概
観
し
た
の
ち
、
移
民
難
民
保
護
法
に
お
け
る
Ｈ
＆
Ｃ
制
度
は
、
は
た
し
て
外
国
人
Ｄ
Ｖ
被
害
者
の
有
効
な
救
済
手
段
と
な
っ
て
い
る
の
か
、
米
国
に
お
け
る
同

様
の
制
度
と
の
比
較
を
通
し
て
分
析
す
る
。

1
．
統
計
か
ら
み
る
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
女
性
に
対
す
る
暴
力
お
よ
び
外
国
人
女
性
外
国
人
の
状
況

（
1
）
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
女
性
に
対
す
る
暴
力

二
〇
〇
九
年
の
総
合
的
社
会
調
査
（th

e G
en

eral S
ocial S

u
rvey. 

以
下
、「
Ｇ
Ｓ
Ｓ
」
と
す
る
。）
に
よ
る
と
、
過
去
五
年
間
に
、
配
偶
者
（
元
配
偶
者
、
内
縁
の
配

偶
者
・
元
配
偶
者
、同
性
の
パ
ー
ト
ナ
ー
・
元
パ
ー
ト
ナ
ー
を
含
む
。
以
下
「
配
偶
者
等
」
と
す
る
。）
か
ら
の
身
体
的
暴
力
ま
た
は
性
的
暴
力
を
警
察
に
通
報
し
た
も
の
は
、

六
・
二
％
（
一
、一
八
六
、〇
〇
〇
人
）
で
あ
っ
た
。
年
代
別
で
み
て
み
る
と
、
若
い
世
代
の
被
害
者
ほ
ど
、
警
察
に
配
偶
者
等
か
ら
の
身
体
的
暴
力
お
よ
び
性
的
暴
力
の
被

害
を
通
報
す
る
件
数
が
多
い
。
ま
た
、婚
姻
関
係
に
つ
い
て
見
て
み
る
と
、法
律
婚
関
係
に
あ
る
も
の
よ
り
、内
縁
関
係
に
あ
る
も
の
か
ら
の
通
報
件
数
の
方
が
多
か
っ
た
。

し
か
し
、
配
偶
者
等
か
ら
の
身
体
的
暴
力
お
よ
び
性
的
暴
力
に
つ
い
て
通
報
す
る
の
は
、
被
害
者
全
体
の
二
二
％
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
実
際
の
被
害
者
数
は
前
述
の
件
数
よ

り
も
多
い
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

暴
力
の
被
害
を
受
け
や
す
い
グ
ル
ー
プ
（vu

ln
erable grou

p

）
と
し
て
は
、
カ
ナ
ダ
先
住
民
（aborigin

e

）、
子
ど
も
お
よ
び
青
少
年
（ch

ildren
 an

d you
th

）、

女
性
（w
om

en

）、
低
所
得
層
（low

 socio-econ
om

ic statu
s

）、
障
害
者
（disability
）、
非
白
人
（visible m

in
orities

）、
移
民
お
よ
び
難
民
（im

m
igran

ts 

an
d refu

gees

）、同
性
愛
者
（gays an

d lesbian
s

）、地
方
お
よ
び
僻
地
住
民
（in

dividu
als livin

g in
 ru

ral an
d rem

ote com
m

u
n

ities

）
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
こ
れ
ら
の
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
も
の
は
、
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
場
面
で
差
別
的
扱
い
を
受
け
、
司
法
や
福
祉
、
そ
の
他
の
公
共
サ
ー
ビ
ス
に
ア
ク
セ
ス
す
る
こ
と
が

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）

（
9
）
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難
し
く
、
被
害
に
あ
っ
て
も
通
報
し
た
り
相
談
す
る
こ
と
は
少
な
い
傾
向
に
あ
る
。

ま
た
、
家
族
間
に
お
け
る
殺
人
件
数
を
み
て
み
る
と
、
二
〇
〇
〇
年
〜
二
〇
〇
九
年
の
間
に
発
生
し
た
殺
人
事
件
（
四
、五
三
二
件
）
の
う
ち
、
家
族
間
に
お
け
る
殺
人

は
三
四
・
九
％（
一
、五
六
七
件
）で
あ
っ
た
。
配
偶
者
等
間
の
殺
人
は
全
体
の
一
六
・
四
％（
七
三
八
件
）で
あ
り
、そ
の
う
ち
女
性
が
被
害
者
の
場
合
は
七
八
・
七
％（
五
八
一

件
）
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
婚
姻
関
係
ま
た
は
内
縁
関
係
に
あ
る
も
の
の
間
で
発
生
し
た
殺
人
事
件
に
お
い
て
は
、
女
性
が
被
害
者
と
な
る
こ
と
が
圧
倒
的
に
多

い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
殺
人
の
発
生
率
を
世
代
別
に
み
て
み
る
と
、被
害
者
の
男
女
を
問
わ
ず
、配
偶
者
間
等
の
殺
人
に
つ
い
て
は
、若
い
世
代
（
一
五
歳
〜
二
四
歳
）

に
お
け
る
発
生
率
が
も
っ
と
高
く
、
年
齢
が
高
く
な
る
に
つ
れ
て
発
生
率
は
低
下
す
る
傾
向
に
あ
る
。

（
2
）
外
国
人
女
性

二
〇
〇
六
年
の
統
計
に
よ
る
と
、
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
女
性
の
人
口
の
う
ち
二
〇
・
三
％
（
三
、二
二
二
、七
九
五
人
）
が
外
国
人
女
性
で
あ
り
、
特
に
二
〇
〇
一
年
か
ら

二
〇
〇
六
年
の
五
年
間
に
お
け
る
外
国
人
女
性
の
増
加
は
顕
著
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
永
住
権
を
取
得
す
る
女
性
の
数
も
年
々
増
加
す
る
傾
向
に
あ
り
、
二
〇
〇
九
度
に
は
、

永
住
資
格
保
持
者
の
五
二
％
（
二
五
二
、二
〇
〇
人
）
が
女
性
で
あ
っ
た
。
二
〇
〇
九
年
度
に
永
住
権
を
取
得
し
た
も
の
の
う
ち
、
約
一
〇
人
に
三
人
（
二
九
％
）
が
、
カ

ナ
ダ
市
民
ま
た
は
永
住
権
保
持
者
の
配
偶
者
も
し
く
は
内
縁
の
配
偶
者
と
し
て
、
永
住
権
が
許
可
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
言
語
に
つ
い
て
み
る
と
、
公
用
語
で
あ
る
英
語
ま

た
は
フ
ラ
ン
ス
語
を
母
語
と
し
な
い
外
国
人
女
性
が
多
く
、
特
に
カ
ナ
ダ
滞
在
期
間
が
五
年
以
内
の
外
国
人
女
性
の
五
人
に
四
人
は
、
英
語
ま
た
は
フ
ラ
ン
ス
語
を
母
語

と
し
な
い
も
の
で
、
日
常
会
話
が
困
難
な
も
の
も
多
い
。

外
国
人
女
性
に
対
す
る
Ｄ
Ｖ
に
つ
い
て
み
て
み
る
と
、
過
去
五
年
間
の
う
ち
、
配
偶
者
等
か
ら
暴
力
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
と
答
え
た
も
の
の
う
ち
、
心
理
的
暴
力
ま

た
は
経
済
的
暴
力
は
一
〇
％
、
身
体
的
暴
力
ま
た
は
性
暴
力
に
つ
い
て
は
四
％
で
あ
っ
た
。
こ
の
う
ち
、
相
談
機
関
等
に
連
絡
す
る
な
ど
救
済
を
求
め
て
何
ら
か
の
行
動

を
起
こ
し
た
も
の
は
、
一
割
程
度
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
外
国
人
女
性
の
Ｄ
Ｖ
被
害
者
は
減
少
傾
向
に
あ
る
と
報
告
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
調
査
は
、
英
語
ま
た
は
フ

ラ
ン
ス
語
を
用
い
た
電
話
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
あ
っ
た
た
め
、
英
語
ま
た
は
フ
ラ
ン
ス
語
を
十
分
に
理
解
で
き
な
い
外
国
人
女
性
た
ち
の
現
状
に
つ
い
て
は
正
し
く
反
映
さ

れ
て
い
る
と
は
言
い
難
く
、
実
際
に
減
少
傾
向
に
あ
る
か
ど
う
か
疑
問
視
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
外
国
人
女
性
か
ら
の
Ｄ
Ｖ
の
通
報
件
数
等
が
少
な
い
背
景
に
は
、
外
国
人

女
性
の
ニ
ー
ズ
に
即
し
た
支
援
や
外
国
人
女
性
が
抱
え
る
特
有
の
問
題
に
つ
い
て
配
慮
し
た
支
援
を
提
供
す
る
相
談
機
関
や
シ
ェ
ル
タ
ー
が
少
な
い
と
い
う
状
況
が
あ
る

こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
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な
お
、
社
会
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
（
性
的
指
向
（sexu

al orien
tation

）、
カ
ナ
ダ
先
住
民
（aborigin

i

）、
非
白
人
ま
た
移
民
（visible m

in
ority statu

s an
d 

im
m

igran
t statu

s

）、
身
体
や
精
神
の
状
態
、
お
よ
び
健
康
上
の
問
題
に
よ
り
行
動
が
制
限
さ
れ
て
い
る
も
の
（activity lam

in
ation

））
に
関
す
る
配
偶
者
等
か
ら

の
身
体
的
暴
力
お
よ
び
性
的
暴
力
に
つ
い
て
は
、
五
年
ご
と
に
統
計
が
と
ら
れ
て
い
る
。

2
．
外
国
人
配
偶
者
等
に
厳
し
い
在
留
資
格
制
度

外
国
人
Ｄ
Ｖ
被
害
者
に
と
っ
て
、
加
害
者
の
も
と
を
離
れ
、
暴
力
の
な
い
生
活
を
再
建
す
る
こ
と
が
で
き
る
ど
う
か
は
、
在
留
資
格
の
有
無
に
よ
っ
て
大
き
く
変
わ
っ

て
く
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
分
か
れ
道
を
決
め
る
在
留
資
格
制
度
に
つ
い
て
概
観
し
、
そ
の
問
題
点
を
指
摘
す
る
。

（
1
）
婚
姻
等
に
関
す
る
在
留
資
格
制
度

カ
ナ
ダ
で
は
、カ
ナ
ダ
市
民
等
の
配
偶
者
（a spou
se
）、内
縁
の
配
偶
者
（a com

m
on

-law
 partn

er

）、ま
た
は
同
棲
の
パ
ー
ト
ナ
ー
（a con

ju
gal partn

er

）（
以
下
、

「
配
偶
者
等
」
と
す
る
）
で
、
カ
ナ
ダ
国
内
で
生
活
す
る
こ
と
を
希
望
す
る
も
の
は
、
原
則
と
し
て
カ
ナ
ダ
入
国
前
に
、
本
国
に
お
い
て
カ
ナ
ダ
市
民
等
の
被
扶
養
者
と
し

て
永
住
権
申
請
手
続
き
を
行
う
必
要
が
あ
る
（Fam

ily class spon
sorsh

ip

）。
本
国
で
の
永
住
権
申
請
が
認
め
ら
れ
れ
ば
、
入
国
と
と
も
に
永
住
権
を
取
得
す
る
。
一

方
、
婚
姻
や
内
縁
関
係
の
当
事
者
双
方
が
カ
ナ
ダ
国
内
で
出
会
っ
た
場
合
は
、
国
内
で
カ
ナ
ダ
市
民
等
の
被
扶
養
者
と
し
て
の
永
住
権
申
請
手
続
き
を
行
う
こ
と
と
な
る

（in
lan

d spou
sal spon

sorsh
ip

）。
カ
ナ
ダ
市
民
等
側
は
、
配
偶
者
の
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
生
活
を
三
年
間
保
証
す
る
扶
養
者
（
以
下
、「
ス
ポ
ン
サ
ー
」
と
す
る
。）
と
し

て
、
ス
ポ
ン
サ
ー
シ
ッ
プ
申
請
を
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
ス
ポ
ン
サ
ー
シ
ッ
プ
申
請
が
認
容
さ
れ
れ
ば
、
被
扶
養
者
で
あ
る
外
国
人
女
性
は
永
住
権
を
取
得
す
る
こ
と

が
可
能
と
な
る
。

カ
ナ
ダ
国
内
か
ら
ス
ポ
ン
サ
ー
シ
ッ
プ
申
請
を
す
る
際
、
当
該
外
国
人
女
性
の
入
国
時
の
在
留
資
格
が
失
効
し
て
い
る
場
合
は
、
強
制
退
去
の
対
象
と
さ
れ
る
可
能
性

が
あ
る
。
ま
た
、
国
内
か
ら
の
ス
ポ
ン
サ
ー
シ
ッ
プ
手
続
き
進
行
中
に
、
ス
ポ
ン
サ
ー
が
経
済
的
理
由
に
よ
り
外
国
人
配
偶
者
等
を
扶
養
す
る
こ
と
が
困
難
と
な
っ
た
り
、

経
済
的
暴
力
の
一
形
態
と
し
て
外
国
人
配
偶
者
等
を
扶
養
す
る
こ
と
を
拒
否
す
る
な
ど
、
関
係
が
事
実
上
破
綻
し
ス
ポ
ン
サ
ー
側
が
申
請
を
取
り
下
げ
た
場
合
は
、
当
該
外

国
人
女
性
は
永
住
権
取
得
の
可
能
性
を
失
っ
て
し
ま
う
。
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こ
の
よ
う
な
ス
ポ
ン
サ
ー
で
あ
る
カ
ナ
ダ
市
民
等
に
、
外
国
人
女
性
配
偶
者
の
永
住
権
取
得
に
関
す
る
権
限
が
一
方
的
に
付
与
さ
れ
て
い
る
ス
ポ
ン
サ
ー
シ
ッ
プ
制
度

は
、
外
国
人
女
性
に
対
す
る
暴
力
の
正
当
化
に
利
用
さ
れ
る
要
因
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
。

（
2
）
外
国
人
女
性
配
偶
者
等
に
対
す
る
Ｄ
Ｖ

外
国
人
女
性
配
偶
者
等
が
Ｄ
Ｖ
に
巻
き
込
ま
れ
る
要
因
の
一
つ
と
し
て
ス
ポ
ン
サ
ー
シ
ッ
プ
制
度
が
あ
る
が
、
そ
の
他
に
も
外
国
人
女
性
に
対
す
る
Ｄ
Ｖ
を
誘
発
す
る

様
々
な
社
会
的
要
素
が
あ
る
。
以
下
、
外
国
人
女
性
に
対
す
る
Ｄ
Ｖ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
、
外
国
人
女
性
Ｄ
Ｖ
被
害
者
が
直
面
す
る
主
な
問
題
等
に
つ
い
て
見
て
い
く
。

①
ス
ポ
ン
サ
ー
シ
ッ
プ
制
度
と
経
済
的
支
配

カ
ナ
ダ
市
民
等
と
婚
姻
等
を
し
た
外
国
人
女
性
が
、
カ
ナ
ダ
で
安
定
し
た
生
活
を
送
る
た
め
に
は
、
ス
ポ
ン
サ
ー
シ
ッ
プ
制
度
に
基
づ
く
永
住
権
申
請
が
不
可
欠
と
な
っ

て
く
る
。
し
か
し
、
こ
の
制
度
は
、
上
述
の
通
り
、
永
住
権
取
得
後
の
三
年
間
、
カ
ナ
ダ
市
民
等
が
外
国
人
配
偶
者
を
経
済
的
に
支
え
る
と
い
う
性
質
か
ら
、
配
偶
者
等

間
に
支
配
と
被
支
配
関
係
を
生
じ
さ
せ
や
す
く
、
そ
の
結
果
、
Ｄ
Ｖ
の
深
刻
化
を
招
く
要
因
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
、
支
配
と
被
支
配
の
関
係
か
ら
抜
け
出
す
一
つ
の
手
段
と
し
て
、
被
害
者
が
就
労
す
る
こ
と
に
よ
り
、
ス
ポ
ン
サ
ー
に
対
す
る
経
済
的
依
存
度
を
低
く
し

て
い
く
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
就
労
許
可
は
、
基
本
的
に
永
住
権
申
請
が
受
理
さ
れ
な
け
れ
ば
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
ス
ポ
ン
サ
ー
シ
ッ
プ
申
請
か
ら
永
住

権
取
得
ま
で
の
期
間
は
約
一
八
か
月
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
間
に
就
労
先
が
見
つ
か
っ
て
も
あ
く
ま
で
も
不
法
就
労
と
し
て
低
賃
金
の
短
期
雇
用
で
、
労
災
保
険
や
雇
用
保

険
等
が
適
用
さ
れ
な
い
等
と
い
っ
た
悪
条
件
の
も
の
に
限
定
さ
れ
て
し
ま
う
。
ま
た
、
た
と
え
外
国
人
女
性
配
偶
者
が
ス
ポ
ン
サ
ー
シ
ッ
プ
申
請
手
続
き
を
通
じ
て
永
住

権
を
取
得
し
就
労
が
可
能
と
な
っ
て
も
、
就
職
活
動
や
職
業
訓
練
等
を
す
る
こ
と
が
制
限
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
た
と
え
就
労
許
可
を
得
ら
れ
る
身
分
と
な
っ
て
も
、
ス

ポ
ン
サ
ー
か
ら
の
経
済
的
支
配
か
ら
逃
れ
る
術
を
つ
か
め
な
い
被
害
者
も
い
る
。

さ
ら
に
、
ス
ポ
ン
サ
ー
シ
ッ
プ
申
請
に
関
す
る
審
査
が
進
行
中
に
、
ス
ポ
ン
サ
ー
が
申
請
を
一
方
的
に
取
り
下
げ
た
場
合
、
外
国
人
配
偶
者
は
永
住
権
を
取
得
す
る
機

会
を
失
う
。
こ
の
こ
と
は
同
時
に
、
就
労
許
可
を
得
る
機
会
を
失
う
こ
と
を
意
味
し
、
経
済
的
理
由
か
ら
加
害
者
の
も
と
に
と
ど
ま
る
か
、
加
害
者
の
も
と
を
離
れ
、
不

法
就
労
者
を
低
賃
金
で
雇
用
す
る
場
所
で
働
く
こ
と
を
選
択
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
ス
ポ
ン
サ
ー
シ
ッ
プ
申
請
が
取
り
下
げ
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
加
害
者
の
も
と
を
離
れ

る
こ
と
を
選
択
し
た
外
国
人
女
性
は
、
経
済
的
困
窮
状
態
か
ら
ホ
ー
ム
レ
ス
に
な
る
危
険
性
が
高
い
。
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す
で
に
ス
ポ
ン
サ
ー
シ
ッ
プ
申
請
に
基
づ
く
永
住
権
を
取
得
し
て
い
る
外
国
人
女
性
の
場
合
は
、
就
労
に
制
限
は
な
く
、
生
活
保
護
等
の
公
的
扶
助
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
る
た
め
、
ス
ポ
ン
サ
ー
と
別
居
し
他
の
場
所
で
生
活
を
開
始
し
た
と
し
て
も
、
直
ち
に
経
済
的
困
窮
に
直
面
す
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
外
国
人
配
偶
者
が

永
住
権
を
取
得
し
て
か
ら
三
年
間
は
、
ス
ポ
ン
サ
ー
に
は
外
国
人
配
偶
者
等
を
扶
養
す
る
義
務
が
あ
る
た
め
、
外
国
人
配
偶
者
等
が
別
居
後
に
生
活
保
護
を
受
給
し
た
場

合
は
、
ス
ポ
ン
サ
ー
が
そ
の
受
給
額
を
返
済
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
よ
っ
て
、
ス
ポ
ン
サ
ー
側
は
、
こ
の
よ
う
な
義
務
を
負
わ
さ
れ
て
い
る
事
や
、
経
済
的
に
優
位
な

立
場
に
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
こ
と
で
主
従
関
係
を
強
化
し
、
永
住
権
を
取
得
し
た
外
国
人
配
偶
者
が
逃
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
身
体
的
暴
力
や
心
理
的
暴
力
に
よ

り
被
害
者
の
心
身
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
傾
向
に
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
被
害
を
未
然
に
防
ぐ
た
め
、
申
請
の
段
階
に
お
い
て
ス
ポ
ン
サ
ー
の
犯
罪
歴
等
の
確
認
や
、
ス
ポ
ン
サ
ー
と
い
う
地
位
を
利
用
し
て
外
国
人
配
偶
者
に
対

し
て
Ｄ
Ｖ
を
行
う
可
能
性
は
な
い
か
等
に
つ
い
て
申
請
当
事
者
双
方
に
対
し
専
門
家
に
よ
る
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
等
が
行
わ
れ
こ
と
望
ま
し
い
が
、
実
際
は
、
審
査
官
は
当
事

者
と
面
会
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
ス
ポ
ン
サ
ー
の
犯
罪
履
歴
等
に
つ
い
て
も
参
照
さ
れ
な
い
。
ま
た
、
手
続
き
に
必
要
な
情
報
の
や
り
取
り
は
、
移
民
局
と
ス
ポ

ン
サ
ー
と
の
間
の
み
で
行
わ
れ
る
た
め
、
外
国
人
女
性
配
偶
者
等
は
、
申
請
手
続
き
の
進
行
状
況
等
を
把
握
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
よ
っ
て
、
ス
ポ
ン
サ
ー
が
、
申
請
を

取
り
下
げ
た
こ
と
、
ま
た
は
、
申
請
自
体
を
行
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
も
知
ら
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
退
去
強
制
の
手
続
き
が
開
始
さ
れ
て
は
じ
め
て
、
自
分
自

身
が
移
民
難
民
保
護
法
の
違
反
者
と
し
て
カ
ナ
ダ
に
残
留
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
こ
と
も
し
ば
し
ば
あ
る
。

②
言
語
の
壁
、
文
化
の
壁

外
国
人
Ｄ
Ｖ
被
害
者
が
、
被
害
状
況
か
ら
抜
け
出
す
際
に
必
ず
直
面
す
る
問
題
の
一
つ
は
在
留
資
格
の
問
題
で
あ
る
が
、
も
う
一
つ
の
大
き
な
問
題
は
、
言
語
や
文
化

の
壁
で
あ
る
。
外
国
人
Ｄ
Ｖ
被
害
者
の
多
く
は
、カ
ナ
ダ
の
公
用
語
で
あ
る
英
語
ま
た
は
フ
ラ
ン
ス
語
で
書
か
れ
て
い
る
公
的
文
書
や
法
律
や
医
療
等
の
専
門
用
語
に
つ
い

て
正
し
く
理
解
す
る
こ
と
が
難
し
い
。
ま
た
、
英
語
や
フ
ラ
ン
ス
語
に
よ
る
意
思
疎
通
が
難
し
い
こ
と
に
よ
り
、
不
利
な
状
況
に
追
い
込
ま
れ
る
傾
向
が
あ
る
。

ス
ポ
ン
サ
ー
シ
ッ
プ
制
度
に
基
づ
く
永
住
権
申
請
を
行
う
外
国
人
女
性
で
、
カ
ナ
ダ
の
公
用
語
に
関
す
る
能
力
が
乏
し
い
者
に
は
、
公
用
語
を
学
ぶ
機
会
が
与
え
ら
れ

る
こ
と
が
望
ま
し
い
が
、
言
語
習
得
の
た
め
の
授
業
料
等
に
対
す
る
公
的
補
助
は
な
い
た
め
、
ス
ポ
ン
サ
ー
で
あ
る
カ
ナ
ダ
市
民
等
に
授
業
料
の
支
払
い
を
要
請
す
る
こ

と
と
な
る
。
し
か
し
、
ス
ポ
ン
サ
ー
側
は
、
外
国
人
配
偶
者
等
が
言
語
を
習
得
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
個
人
で
自
由
に
活
動
で
き
る
範
囲
が
広
が
り
、
ス
ポ
ン
サ
ー
の
支

配
が
及
ば
な
く
な
る
こ
と
を
恐
れ
、
語
学
ク
ラ
ス
等
に
登
録
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
こ
と
が
あ
る
。
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た
と
え
、
英
語
や
フ
ラ
ン
ス
語
に
つ
い
て
日
常
生
活
を
送
る
の
に
支
障
が
な
い
程
度
の
能
力
を
持
っ
て
い
る
外
国
人
女
性
配
偶
者
で
あ
っ
て
も
、
警
察
や
病
院
等
で
被

害
の
詳
細
な
内
容
や
、
症
状
に
つ
い
て
的
確
な
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
も
多
い
。
こ
の
よ
う
な
場
面
で
、
通
訳
者
と
し
て
ス
ポ
ン
サ
ー
で
あ
る
カ
ナ
ダ
市
民
等
の

配
偶
者
が
代
わ
り
に
警
官
や
医
師
等
と
話
す
こ
と
も
多
い
が
、
こ
の
よ
う
な
場
合
、
加
害
者
は
自
己
に
有
利
な
証
言
や
説
明
等
を
展
開
す
る
た
め
、
被
害
の
実
態
が
巧
妙

に
隠
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
る
。
ま
た
、
捜
査
や
診
察
を
行
う
側
も
、
意
思
疎
通
が
円
滑
に
行
え
る
加
害
側
と
主
に
話
す
た
め
、
被
害
者
が
主
張
す
る
機
会

が
著
し
く
損
な
わ
れ
て
し
ま
う
。
ま
た
、
外
国
人
Ｄ
Ｖ
被
害
者
が
、
た
と
え
英
語
や
フ
ラ
ン
ス
語
が
十
分
に
話
す
こ
と
が
で
き
た
と
し
て
も
、
根
強
い
人
種
差
別
感
情
に

よ
り
、
警
察
官
や
医
師
・
看
護
師
等
が
、
外
国
人
の
主
張
内
容
を
疑
う
傾
向
に
あ
る
こ
と
も
報
告
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
ス
ポ
ン
サ
ー
か
ら
の
暴
力
に
つ
い
て
警
察
に
通

報
し
た
場
合
、
自
己
防
衛
の
た
め
の
行
為
が
、
ス
ポ
ン
サ
ー
に
対
す
る
暴
力
と
捉
え
ら
れ
、
外
国
人
女
性
配
偶
者
が
、
ス
ポ
ン
サ
ー
と
同
時
に
逮
捕
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
。

ス
ポ
ン
サ
ー
シ
ッ
プ
手
続
き
中
に
、
外
国
人
配
偶
者
が
逮
捕
さ
れ
て
し
ま
う
と
、
永
住
権
申
請
資
格
が
な
く
な
り
、
退
去
強
制
手
続
き
が
開
始
さ
れ
る
。
よ
っ
て
、
外
国

人
Ｄ
Ｖ
被
害
者
は
、
誤
認
逮
捕
に
よ
る
退
去
強
制
を
恐
れ
、
通
報
す
る
こ
と
を
躊
躇
す
る
傾
向
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
経
験
が
度
重
な
る
と
、
外
国
人
Ｄ
Ｖ
被
害
者
は
自
分
自
身
が
受
け
て
い
る
被
害
に
つ
い
て
誰
に
も
理
解
し
て
も
ら
え
な
い
と
落
胆
し
、
病
院
で
の
治
療
や
、

シ
ェ
ル
タ
ー
等
の
被
害
者
支
援
機
関
等
の
利
用
等
も
あ
き
ら
め
て
し
ま
い
、
Ｄ
Ｖ
加
害
者
の
も
と
を
離
れ
る
機
会
を
逃
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
外
国
人
Ｄ
Ｖ
女

性
被
害
者
が
、
母
語
で
相
談
で
き
る
知
人
、
ま
た
は
医
師
等
の
専
門
家
に
被
害
に
つ
い
て
訴
え
て
も
、
出
身
国
の
文
化
や
宗
教
の
影
響
に
よ
り
男
性
配
偶
者
側
の
暴
力
を

容
認
す
る
風
潮
が
あ
る
場
合
は
、
同
国
人
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
か
ら
孤
立
す
る
こ
と
を
恐
れ
、
相
談
を
控
え
る
場
合
も
あ
る
。
さ
ら
に
、
ス
ポ
ン
サ
ー
自
身
が
人
種
的
ま
た
は

民
族
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
出
身
者
で
あ
る
場
合
、
人
種
差
別
意
識
が
残
る
公
的
機
関
に
加
害
者
を
つ
き
だ
す
こ
と
や
、
私
生
活
を
公
的
機
関
に
詮
索
さ
れ
る
こ
と
に
対
す

る
抵
抗
感
が
強
い
た
め
、
被
害
に
つ
い
て
通
報
や
相
談
を
し
な
い
傾
向
が
強
く
な
る
こ
と
も
報
告
さ
れ
て
い
る
。

③
子
ど
も
と
の
別
離

カ
ナ
ダ
市
民
等
の
ス
ポ
ン
サ
ー
と
外
国
人
女
性
と
の
間
に
子
が
あ
る
場
合
、
ス
ポ
ン
サ
ー
側
が
そ
の
子
を
利
用
し
て
外
国
人
女
性
が
逃
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
心

理
的
に
追
い
つ
め
た
り
、
虐
待
親
と
し
て
通
報
し
、
子
と
故
意
に
引
き
離
し
た
り
す
る
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
、
児
童
虐
待
に
か
か
る
法
制
度
に
つ
い
て
、
言
語
の
壁
等
に

よ
り
正
し
く
理
解
で
き
な
い
外
国
人
Ｄ
Ｖ
被
害
者
に
と
っ
て
は
、
暴
力
か
ら
逃
げ
る
か
、
子
ど
も
の
た
め
に
暴
力
の
被
害
を
受
け
続
け
る
か
の
選
択
を
迫
ら
れ
る
こ
と
と

な
る
。
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ま
た
、
日
本
で
は
、
在
留
資
格
が
な
い
外
国
人
配
偶
者
で
あ
っ
て
も
、
日
本
国
籍
の
子
を
扶
養
す
る
こ
と
を
理
由
に
、
特
別
在
留
許
可
が
得
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
が
、

カ
ナ
ダ
の
場
合
は
、
カ
ナ
ダ
市
民
等
の
子
を
扶
養
す
る
こ
と
を
理
由
に
在
留
が
認
め
ら
れ
る
制
度
は
な
い
。
よ
っ
て
、
永
住
権
が
な
い
外
国
人
Ｄ
Ｖ
被
害
者
が
、
子
を
連

れ
て
加
害
者
の
も
と
を
離
れ
る
こ
と
を
考
え
た
と
し
て
も
、
不
法
就
労
者
と
し
て
し
か
就
労
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
公
的
扶
助
を
受
給
す
る
こ
と
も
難
し
い
た
め
、
や
は

り
暴
力
の
中
に
留
ま
る
こ
と
を
選
ぶ
も
の
が
多
い
。

こ
の
よ
う
に
、
外
国
人
Ｄ
Ｖ
被
害
者
は
在
留
資
格
の
不
安
定
さ
や
言
語
の
壁
に
よ
り
、
Ｄ
Ｖ
か
ら
抜
け
出
す
こ
と
が
極
め
て
困
難
な
状
況
に
お
か
れ
て
い
る
。
特
に
在

留
資
格
が
な
い
外
国
人
女
性
の
場
合
、
ス
ポ
ン
サ
ー
に
よ
っ
て
一
方
的
に
ス
ポ
ン
サ
ー
申
請
が
取
り
下
げ
ら
れ
た
り
、
経
済
的
支
援
を
断
ち
切
ら
れ
た
場
合
は
、
永
住
権

取
得
の
機
会
を
失
い
、
経
済
的
に
も
精
神
的
に
も
追
い
つ
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
外
国
人
女
性
を
救
済
す
る
た
め
、
現
在
、
移
民
難
民
保
護
法
の
Ｈ
＆
Ｃ

制
度
に
基
づ
く
永
住
権
申
請
が
活
用
さ
れ
て
い
る
。
次
に
、
こ
の
Ｈ
＆
Ｃ
の
概
要
お
よ
び
問
題
点
に
つ
い
て
見
て
い
く
。

3
．
外
国
人
Ｄ
Ｖ
被
害
者
の
た
め
の
救
済
措
置

（
1
）
Ｈ
＆
Ｃ
制
度
の
概
要

Ｈ
＆
Ｃ
制
度
は
、
移
民
難
民
保
護
法
二
五
条
に
規
定
さ
れ
て
お
り
、
永
住
権
申
請
要
件
を
満
た
す
こ
と
が
で
き
な
い
カ
ナ
ダ
国
内
在
留
の
外
国
人
に
、
人
道
的
見
地
か

ら
永
住
権
取
得
の
要
件
の
一
部
ま
た
は
全
部
を
免
除
し
、
永
住
権
取
得
の
機
会
を
付
与
す
る
制
度
で
あ
る
。
申
請
要
件
の
一
つ
と
し
て
、
申
請
者
自
身
が
カ
ナ
ダ
国
内
に
お

い
て
過
酷
な
状
況
（u

n
u

su
al an

d u
n

deserved h
ardsh

ip or disproportion
ate h

ardsh
ip

）
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
正
規
の
永
住
権
申
請
要
件
を
満
た

す
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
証
明
す
る
必
要
が
あ
る
。

こ
の
Ｈ
＆
Ｃ
制
度
は
、
ス
ポ
ン
サ
ー
で
あ
る
カ
ナ
ダ
市
民
等
か
ら
の
暴
力
に
よ
り
関
係
が
破
綻
し
、
ス
ポ
ン
サ
ー
シ
ッ
プ
申
請
が
一
方
的
に
取
り
下
げ
ら
れ
、
永
住
権

を
取
得
す
る
機
会
を
失
っ
た
外
国
人
女
性
を
救
済
す
る
手
段
と
し
て
活
用
さ
れ
て
い
る
。
Ｈ
＆
Ｃ
申
請
が
受
理
さ
れ
る
と
、
就
労
許
可
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
加

害
者
の
も
と
を
離
れ
、
生
活
再
建
に
向
け
て
行
動
を
起
こ
し
や
す
く
な
る
。

外
国
人
Ｄ
Ｖ
被
害
者
が
Ｈ
＆
Ｃ
に
基
づ
く
永
住
権
申
請
を
行
う
場
合
、
被
害
状
況
を
証
明
す
る
書
類
の
提
出
が
必
要
と
な
る
。
Ｄ
Ｖ
を
証
明
す
る
も
の
と
し
て
は
、
シ
ェ

ル
タ
ー
の
報
告
書
、
医
師
に
よ
る
診
断
書
、
警
察
の
記
録
等
が
含
ま
れ
る
。
ま
た
、
生
活
基
盤
の
安
定
度
（degree of establish

m
en

t in
 C

an
ada

）
に
つ
い
て
も
証

（
53
）

（
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）

（
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明
が
求
め
ら
れ
る
。

そ
の
他
の
要
件
と
し
て
、
な
ぜ
出
身
国
に
戻
ら
ず
永
住
権
を
取
得
し
て
カ
ナ
ダ
に
居
住
し
続
け
る
必
要
性
が
あ
る
の
か
、
出
身
国
に
戻
っ
た
際
に
ど
の
よ
う
な
過
酷
な

状
況
に
陥
る
の
か
等
に
つ
い
て
詳
細
に
記
述
し
た
書
類
を
提
出
す
る
必
要
が
あ
る
。
も
し
、
当
該
被
害
者
が
帰
国
す
る
こ
と
に
よ
り
、
子
や
他
の
家
族
、
ま
た
は
雇
用
主
が

著
し
く
影
響
を
受
け
る
場
合
は
、
そ
の
点
に
つ
い
て
も
証
明
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
の
他
、
犯
罪
歴
の
有
無
等
の
素
行
の
善
良
性
に
関
す
る
証
明
書
の
提
出
も
必

要
と
な
る
。

ス
ポ
ン
サ
ー
シ
ッ
プ
に
基
づ
く
永
住
権
申
請
が
受
理
さ
れ
る
前
に
、
ス
ポ
ン
サ
ー
か
ら
離
れ
た
場
合
は
、
婚
姻
関
係
等
の
真
正
性
を
示
す
た
め
、
結
婚
式
等
の
写
真
や
、

二
人
の
関
係
を
証
明
す
る
内
容
が
記
載
さ
れ
て
い
る
友
人
や
親
類
か
ら
の
手
紙
等
の
提
出
が
求
め
ら
れ
る
。

Ｈ
＆
Ｃ
の
申
請
費
用
は
、成
人
は
五
五
〇
カ
ナ
ダ
ド
ル
で
、二
二
歳
以
下
の
子
も
同
時
に
永
住
権
申
請
す
る
場
合
は
、一
人
に
つ
き
一
五
〇
カ
ナ
ダ
ド
ル
が
必
要
と
な
る
。

ま
た
、
申
請
要
件
を
満
た
し
て
い
る
と
見
な
さ
れ
、
永
住
権
申
請
が
許
可
さ
れ
た
場
合
は
、
永
住
権
申
請
費
用
が
別
途
必
要
と
な
る
。

Ｈ
＆
Ｃ
に
基
づ
く
永
住
権
は
、
あ
く
ま
で
も
例
外
的
な
措
置
で
あ
り
、
審
査
に
数
年
か
か
る
と
さ
れ
て
い
る
。
不
許
可
処
分
と
な
っ
た
場
合
は
、
再
申
請
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
ま
た
、
Ｈ
＆
Ｃ
は
退
去
強
制
手
続
き
を
中
断
さ
せ
る
効
果
は
な
い
。

（
2
）
厳
し
い
認
定
要
件
お
よ
び
審
査
基
準

Ｈ
＆
Ｃ
に
よ
り
、
多
く
の
外
国
人
Ｄ
Ｖ
被
害
者
が
救
済
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
た
が
、
実
際
は
、
申
請
に
必
要
な
要
件
を
満
た
す
こ
と
が
難
し
い
た
め
、
Ｈ
＆
Ｃ

申
請
が
受
理
さ
れ
、
永
住
権
の
取
得
ま
で
辿
り
着
け
る
者
は
、
申
請
者
の
約
一
パ
ー
セ
ン
ト
と
極
め
て
低
い
。
よ
っ
て
、
カ
ナ
ダ
市
民
権
・
移
民
局
（C

itizen
sh

ip an
d 

Im
m

igration
 C

an
ada, 

以
下
「
Ｃ
Ｉ
Ｃ
」
と
す
る
。）
は
、
外
国
人
Ｄ
Ｖ
被
害
者
の
救
済
手
段
と
し
て
、
Ｈ
＆
Ｃ
の
活
用
を
奨
励
し
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
厳
し
い

要
件
を
申
請
者
に
課
し
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
救
済
手
段
と
し
て
の
機
能
を
果
た
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
以
下
、
Ｈ
＆
Ｃ
申
請
に
か
か
る
要
件
が
、
外
国
人
Ｄ
Ｖ
被

害
者
に
と
っ
て
、
ど
の
よ
う
に
厳
し
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
か
見
て
い
く
。

①
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
安
定
し
た
生
活
基
盤

申
請
要
件
の
一
つ
と
し
て
、
ス
ポ
ン
サ
ー
か
ら
経
済
的
支
援
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
後
、
外
国
人
Ｄ
Ｖ
被
害
者
が
経
済
的
に
自
立
し
て
生
活
を
送
る
能
力

（
56
）

（
57
）
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が
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
Ｄ
Ｖ
の
一
形
態
と
し
て
、
加
害
者
で
あ
る
ス
ポ
ン
サ
ー
か
ら
行
動
が
監
視
さ
れ
、
就
労
や
就
労
機
会
を
広
げ

る
た
め
の
各
種
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
受
け
る
こ
と
が
制
限
さ
れ
や
す
い
外
国
人
女
性
に
と
っ
て
、
審
査
官
を
説
得
し
う
る
実
績
を
証
明
す
る
こ
と
は
ほ
ぼ
不
可
能
に
近
い
。

ま
た
審
査
官
は
、
申
請
者
の
日
常
生
活
が
、
ど
の
程
度
カ
ナ
ダ
国
内
に
根
付
い
て
い
る
の
か
、
そ
の
度
合
い
が
、
本
国
送
還
が
望
ま
し
く
な
い
と
判
断
し
う
る
程
度
に

強
い
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
も
審
査
す
る
。
考
慮
さ
れ
る
事
項
と
し
て
は
、
公
的
扶
助
の
受
給
歴
、
将
来
に
お
い
て
安
定
し
た
生
活
を
送
る
こ
と
が
で
き
る
資
産
ま
た

は
技
能
が
あ
る
こ
と
、
学
歴
、
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
職
歴
、
各
種
研
修
の
受
講
歴
、
英
語
ま
た
は
フ
ラ
ン
ス
語
能
力
、
カ
ナ
ダ
在
留
期
間
、
カ
ナ
ダ
国
内
に
お
け
る
親
戚
等

の
有
無
、
地
域
の
活
動
へ
の
参
加
歴
等
で
あ
る
。

し
か
し
、
外
国
人
Ｄ
Ｖ
被
害
者
に
と
っ
て
、
こ
れ
ら
の
要
件
を
満
た
す
こ
と
は
非
常
に
困
難
で
あ
る
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
る
。
特
に
、
就
労
に
関
し
て
は
、
入
国
時

に
保
有
し
て
い
た
在
留
資
格
が
Ｈ
＆
Ｃ
申
請
時
に
有
効
で
あ
れ
ば
、
入
国
時
か
ら
申
請
時
ま
で
安
定
し
た
就
労
状
況
を
保
つ
こ
と
も
可
能
で
あ
る
が
、
す
で
に
入
国
時
の

在
留
資
格
が
申
請
の
時
点
で
失
効
し
て
い
る
被
害
者
に
と
っ
て
は
非
常
に
厳
し
い
要
件
で
あ
る
。
就
労
許
可
は
、Ｈ
＆
Ｃ
の
申
請
が
受
理
さ
れ
た
後
に
発
行
さ
れ
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
申
請
の
時
点
で
安
定
し
た
就
労
状
況
の
証
明
を
求
め
る
こ
の
制
度
に
つ
い
て
、
申
請
者
も
支
援
者
側
も
困
惑
を
示
し
て
い
る
。

で
は
、
加
害
者
の
元
を
離
れ
、
カ
ナ
ダ
国
内
で
公
的
扶
助
に
頼
ら
ず
自
立
し
た
生
活
を
送
る
こ
と
が
で
き
る
十
分
な
経
済
力
が
認
め
ら
れ
れ
ば
、
Ｈ
＆
Ｃ
申
請
に
よ
る

永
住
権
取
得
が
確
実
と
な
る
か
と
い
う
と
、
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。
申
請
者
の
高
い
経
済
力
に
着
目
し
、
本
国
に
戻
っ
て
も
困
窮
し
た
生
活
状
況
に
は
陥
る
こ
と
は

な
い
と
判
断
さ
れ
、
永
住
権
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
事
例
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
要
件
を
満
た
し
て
い
る
か
否
か
の
判
断
は
、
Ｃ
Ｉ
Ｃ
の
審
査
官
の
裁
量
に
大
き
く
依
拠

し
て
お
り
、
申
請
時
に
ど
の
よ
う
な
証
明
を
す
れ
ば
肯
定
的
な
結
果
を
得
ら
れ
る
の
か
不
明
で
あ
る
。

ま
た
、
Ｈ
＆
Ｃ
申
請
が
受
理
さ
れ
れ
ば
、
公
的
扶
助
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
の
後
、
最
終
的
に
永
住
権
が
付
与
さ
れ
る
ま
で
の
期
間
の
間
に
、
申
請
者
で
あ

る
外
国
人
Ｄ
Ｖ
被
害
者
が
経
済
的
に
自
立
す
る
こ
と
も
難
し
い
。

②
本
国
送
還
後
の
生
活
に
つ
い
て

Ｈ
＆
Ｃ
申
請
者
は
、
永
住
権
保
持
者
と
し
て
カ
ナ
ダ
に
残
留
す
る
こ
と
を
希
望
す
る
理
由
の
一
つ
と
し
て
、
本
国
送
還
後
に
予
想
さ
れ
る
過
酷
な
生
活
状
況
に
つ
い
て

証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
審
査
の
参
考
と
な
る
Ｈ
＆
Ｃ
施
行
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
は
、過
酷
な
生
活
の
内
容
は
、移
民
難
民
保
護
法
が
想
定
し
え
な
い
過
酷
な
状
況
で
あ
り
、

個
人
で
は
対
処
で
き
な
い
よ
う
な
厳
し
い
状
況
と
幅
広
く
定
義
付
け
ら
れ
て
い
る
の
み
で
あ
り
、
個
々
の
申
立
て
に
関
す
る
判
断
に
つ
い
て
は
、
審
査
官
の
裁
量
に
よ
り
左

（
58
）

（
59
）

（
60
）

（
61
）

（
62
）

（
63
）



カナダにおける外国人女性に対するドメスティック・バイオレンス

193

右
さ
れ
る
。実
際
に
、Ｈ
＆
Ｃ
に
よ
る
永
住
権
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
対
し
て
連
邦
裁
判
所
に
不
服
申
立
て
を
行
な
っ
た
事
例
を
み
て
み
る
と
、審
査
基
準
が
定
ま
っ

て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

例
え
ば
、
申
請
者
の
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
が
、
申
請
者
が
本
国
に
送
還
さ
れ
れ
ば
、
カ
ナ
ダ
国
内
に
お
い
て
継
続
的
に
受
け
て
い
た
治
療
や
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
の
機
会
を
奪

わ
れ
る
こ
と
や
、
就
労
や
教
育
の
機
会
を
得
る
こ
と
が
極
め
て
難
し
い
こ
と
主
張
す
る
文
書
を
提
出
し
た
と
こ
ろ
、
審
査
官
は
帰
国
後
の
生
活
が
過
酷
な
状
況
に
陥
る
こ

と
を
認
め
た
。
し
か
し
、
他
の
ケ
ー
ス
で
は
、
弁
護
人
が
、
申
請
者
が
帰
国
後
に
直
面
し
う
る
過
酷
な
状
況
と
し
て
、
本
国
に
送
還
さ
れ
れ
ば
、
加
害
者
は
申
請
者
の
後

を
追
い
、
申
請
者
の
本
国
で
暴
力
を
振
る
う
可
能
性
が
高
い
と
主
張
し
た
ケ
ー
ス
で
は
、
審
査
官
は
否
定
的
な
見
解
を
示
し
た
。
こ
の
ケ
ー
ス
で
は
、
審
査
官
は
、
被
害
者

で
あ
る
申
請
者
に
配
慮
を
示
す
ど
こ
ろ
か
、
か
え
っ
て
そ
の
よ
う
な
暴
力
的
な
男
性
と
結
婚
し
た
こ
と
を
責
め
る
よ
う
な
意
見
を
示
し
た
。

Ｄ
Ｖ
の
影
響
に
よ
り
、
身
体
的
暴
力
の
後
遺
症
や
、
心
理
的
暴
力
の
影
響
に
よ
る
Ｐ
Ｔ
Ｓ
Ｄ
の
症
状
が
あ
る
場
合
な
ど
、
本
国
送
還
後
、
日
常
の
あ
ら
ゆ
る
場
面
で
支

障
が
生
じ
、
就
労
を
継
続
す
る
こ
と
が
難
し
い
状
況
に
陥
る
可
能
性
も
高
い
。
し
か
し
、
Ｈ
＆
Ｃ
申
請
の
審
査
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
被
害
者
の
生
活
に
与
え
る
様
々

な
影
響
に
つ
い
て
、
十
分
な
配
慮
が
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
実
際
、
Ｈ
＆
Ｃ
施
行
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
過
酷
状
況
に
関
す
る
項
目
に
も
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
バ
イ
オ
レ
ン

ス
に
関
す
る
項
目
に
も
、
こ
の
よ
う
な
配
慮
の
必
要
性
に
つ
い
て
は
明
確
に
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
よ
っ
て
、
ス
ポ
ン
サ
ー
か
ら
の
暴
力
の
影
響
で
、
ス
ポ
ン
サ
ー
の
元
を

離
れ
た
外
国
人
Ｄ
Ｖ
被
害
者
で
あ
っ
て
も
、
Ｈ
＆
Ｃ
に
基
づ
く
永
住
権
申
請
手
続
き
を
優
位
に
進
め
て
い
く
こ
と
は
、
非
常
に
難
し
い
の
が
現
状
で
あ
る
。

③
申
請
費
用

申
請
費
用
の
五
五
〇
カ
ナ
ダ
ド
ル
を
準
備
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、
申
請
を
諦
め
る
被
害
者
も
多
い
。
法
律
扶
助
制
度
も
あ
る
が
、
Ｈ
＆
Ｃ
申
請
費
用
は
補

助
の
対
象
と
な
っ
て
い
な
い
。
ま
た
、
永
住
権
の
付
与
が
決
定
し
た
と
し
て
も
、
四
九
〇
カ
ナ
ダ
ド
ル
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（th

e R
igh

ts of P
erm

an
en

t 

R
esiden

ce F
ee

）。
こ
れ
に
関
し
て
は
、
法
律
扶
助
制
度
を
利
用
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
が
、
返
済
す
る
こ
と
が
前
提
と
な
る
。
ま
た
、
た
と
え
申
請
費
用
等
を
準
備

す
る
こ
と
が
で
き
て
も
、
Ｈ
＆
Ｃ
制
度
に
よ
る
永
住
権
取
得
率
は
極
め
て
低
い
た
め
、
申
請
自
体
を
躊
躇
し
て
し
ま
う
外
国
人
Ｄ
Ｖ
被
害
者
も
多
い
。

就
労
可
能
な
在
留
資
格
を
保
有
し
て
い
な
い
た
め
に
加
害
者
に
経
済
的
に
依
存
し
て
い
る
場
合
に
は
、
経
済
的
暴
力
、
精
神
的
暴
力
な
ど
に
よ
り
、
外
国
人
Ｄ
Ｖ
被
害

者
が
自
由
に
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
金
銭
や
財
産
を
持
つ
こ
と
が
で
き
ず
、
申
請
費
用
を
準
備
す
る
余
裕
が
な
い
も
の
も
多
い
。
よ
っ
て
、
Ｈ
＆
Ｃ
申
請
や
、
永
住
権

取
得
の
際
に
か
か
る
費
用
の
高
さ
も
、
被
害
者
が
申
請
を
諦
め
る
要
因
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
。

（
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④
Ｈ
＆
Ｃ
施
行
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
お
け
る
Ｄ
Ｖ
へ
の
配
慮

二
〇
〇
六
年
六
月
、
Ｃ
Ｉ
Ｃ
は
Ｈ
＆
Ｃ
施
行
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
発
行
し
、
審
査
官
に
対
し
、
Ｈ
＆
Ｃ
に
基
づ
く
永
住
権
審
査
に
つ
い
て
は
、
そ
の
性
質
上
、
寛
大
な
措
置

を
す
る
よ
う
要
請
し
て
い
る
。
Ｄ
Ｖ
に
よ
り
カ
ナ
ダ
市
民
等
の
配
偶
者
等
の
も
と
を
離
れ
た
外
国
人
Ｄ
Ｖ
被
害
者
に
対
し
て
も
、
配
慮
あ
る
審
査
を
行
う
よ
う
指
示
さ
れ

て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
施
行
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
は
法
的
拘
束
力
が
な
い
た
め
、
実
際
の
審
査
段
階
で
ど
の
程
度
参
照
さ
れ
て
い
る
か
不
明
で
あ
る
。

ま
た
、
Ｄ
Ｖ
被
害
者
に
対
す
る
適
切
な
配
慮
を
行
う
た
め
に
は
、
Ｄ
Ｖ
の
被
害
者
が
陥
り
や
す
い
心
理
状
況
や
言
動
の
特
徴
等
を
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
Ｈ
＆
Ｃ

施
行
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
は
こ
の
点
に
つ
い
て
注
意
喚
起
す
る
箇
所
は
な
い
。

さ
ら
に
、
外
国
人
Ｄ
Ｖ
被
害
者
に
と
っ
て
証
明
す
る
こ
と
が
も
っ
と
も
難
し
い
生
活
基
盤
に
つ
い
て
は
、
審
査
官
に
対
し
て
、
申
請
者
の
将
来
の
経
済
的
自
立
や
社
会

活
動
へ
の
参
画
の
可
能
性
を
視
野
に
入
れ
て
判
断
す
る
こ
と
を
禁
止
し
、
あ
く
ま
で
も
申
請
者
の
現
状
に
基
づ
き
判
断
す
る
よ
う
強
調
し
て
い
る
。
申
請
者
が
経
済
的
自

立
度
や
社
会
へ
の
適
合
性
等
の
要
件
を
満
た
す
こ
と
が
で
き
な
い
要
因
と
し
て
は
、
Ｄ
Ｖ
加
害
者
か
ら
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
よ
り
、
申
請
者
が
社
会
的
に
孤
立
し
、
経
済
的

に
も
加
害
者
に
依
存
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
陥
り
や
す
い
と
い
う
点
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
も
Ｈ
＆
Ｃ
施
行
マ
ニ
ュ
ア
ル
は
触
れ
て
い
な
い
。

よ
っ
て
、
こ
の
Ｈ
＆
Ｃ
施
行
マ
ニ
ュ
ア
ル
は
、
外
国
人
Ｄ
Ｖ
被
害
者
へ
の
配
慮
の
必
要
性
に
つ
い
て
言
及
し
た
こ
と
は
評
価
で
き
る
が
、
個
々
の
項
目
に
お
け
る
記
述

が
不
十
分
で
あ
る
こ
と
や
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
自
体
に
法
的
拘
束
力
が
な
い
こ
と
等
に
よ
り
、
被
害
者
の
救
済
を
目
的
と
し
て
掲
げ
て
お
き
な
が
ら
、
そ
の
目
的
に
反
し
、
被

害
者
が
救
済
を
求
め
る
こ
と
を
躊
躇
さ
せ
る
よ
う
な
障
壁
の
一
つ
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

4
．
外
国
人
Ｄ
Ｖ
被
害
者
に
対
す
る
特
別
救
済
制
度
―
米
国
と
の
比
較
―

カ
ナ
ダ
が
抱
え
る
問
題
点
は
、
こ
れ
ま
で
考
察
を
重
ね
て
き
た
日
本
お
よ
び
ア
メ
リ
カ
の
問
題
点
と
重
な
る
点
が
多
い
。
こ
こ
で
は
、
米
国
と
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
外
国

人
Ｄ
Ｖ
被
害
者
の
救
済
に
向
け
た
特
別
な
制
度
を
比
較
し
、
相
違
点
や
共
通
点
に
つ
い
て
検
証
す
る
。

（
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）
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（
1
）
米
国
に
お
け
る
外
国
人
Ｄ
Ｖ
被
害
者
救
済
の
た
め
の
特
別
在
留
資
格
制
度
の
概
要

米
国
で
は
、
米
国
市
民
ま
た
は
永
住
権
資
格
保
持
者
と
婚
姻
し
た
外
国
人
配
偶
者
が
、
在
留
資
格
の
不
安
定
さ
や
言
語
の
壁
に
よ
り
加
害
者
の
も
と
に
留
ま
る
傾
向
に

あ
る
こ
と
を
憂
慮
し
、一
九
九
四
年
の
「
女
性
に
対
す
る
暴
力
に
関
す
る
法
律
」（V

iolen
ce A

gain
st W

om
en

 A
ct of 1994, 

以
下
「
一
九
九
四
年
Ｖ
Ａ
Ｗ
Ａ
」
と
す
る
。）

に
お
い
て
、
在
留
資
格
単
独
申
請
制
度
お
よ
び
退
去
強
制
停
止
制
度
を
導
入
し
た
。
一
九
九
四
年
Ｖ
Ａ
Ｗ
Ａ
で
は
、
永
住
権
自
己
申
請
や
退
去
強
制
停
止
申
請
の
際
、
本
国

送
還
後
の
生
活
困
窮
度
に
つ
い
て
の
証
明
が
必
要
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
多
く
の
申
請
者
に
と
っ
て
こ
の
要
件
を
満
た
す
事
が
難
し
く
、
多
く
の
申
請
が
不
許
可
と
な
っ

て
い
っ
た
。
ま
た
、
一
九
九
四
年
Ｖ
Ａ
Ｗ
Ａ
で
は
、
申
請
時
に
加
害
者
で
あ
る
米
国
市
民
ま
た
は
永
住
資
格
保
持
者
と
婚
姻
し
て
い
る
こ
と
が
条
件
と
さ
れ
て
い
た
た
め
、

Ｄ
Ｖ
が
原
因
で
す
で
に
離
婚
し
た
も
の
は
、
一
九
九
四
年
Ｖ
Ａ
Ｗ
Ａ
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
た
外
国
人
Ｄ
Ｖ
被
害
者
の
た
め
の
救
済
制
度
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
。
ま
た
、
永
住
権
保
持
者
で
あ
る
男
性
配
偶
者
が
、
身
体
的
暴
力
や
保
護
命
令
違
反
等
で
逮
捕
さ
れ
在
留
資
格
を
失
っ
た
場
合
も
、
被
害
者
で
あ
る
外
国
人
配
偶
者
は
、

永
住
権
の
単
独
申
請
や
退
去
強
制
停
止
と
い
っ
た
救
済
制
度
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

こ
れ
ら
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
、
二
〇
〇
〇
年
に
Ｖ
Ａ
Ｗ
Ａ
が
改
正
さ
れ
た
。
主
な
改
正
事
項
と
し
て
は
、
在
留
資
格
の
単
独
申
請
や
退
去
強
制
停
止
申
請
時
に
、

本
国
送
還
後
の
「
著
し
い
困
難
」
を
証
明
が
不
要
と
さ
れ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、二
〇
〇
〇
年
Ｖ
Ａ
Ｗ
Ａ
で
は
、Ｕ
ビ
ザ
と
い
う
特
別
な
在
留
資
格
が
創
設
さ
れ
、

配
偶
者
等
か
ら
の
暴
力
が
原
因
で
非
正
規
滞
在
と
な
っ
た
も
の
等
、
一
九
九
四
年
Ｖ
Ａ
Ｗ
Ａ
で
は
救
済
す
る
こ
と
が
で
き
な
っ
た
在
留
資
格
の
な
い
被
害
者
に
も
、
在
留

資
格
を
取
得
で
き
る
道
を
開
い
た
。
し
か
し
、
Ｕ
ビ
ザ
申
請
条
件
の
一
つ
と
し
て
、
暴
力
加
害
者
の
逮
捕
に
向
け
た
捜
査
協
力
す
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
て
い
た
た
め
、
警
察

に
対
す
る
不
信
観
や
退
去
強
制
へ
の
恐
れ
に
よ
り
被
害
者
の
利
用
が
進
ま
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
Ｕ
ビ
ザ
施
行
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
導
入
が
大
幅
に
遅
れ
て
、
審
査
基
準
が

あ
い
ま
い
な
状
況
が
続
い
た
た
こ
と
も
、
外
国
人
Ｄ
Ｖ
被
害
者
の
救
済
が
停
滞
し
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。

（
2
）
Ｈ
＆
Ｃ
制
度
と
の
比
較

一
方
、
カ
ナ
ダ
の
Ｈ
＆
Ｃ
制
度
で
は
、
Ｖ
Ａ
Ｗ
Ａ
で
は
改
善
さ
れ
た
本
国
送
還
後
の
「
著
し
い
困
難
」
に
相
当
す
る
要
件
が
残
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
上
述
の
と
お
り

多
く
の
被
害
者
が
申
請
を
諦
め
る
、
ま
た
は
申
請
を
し
て
も
永
住
権
取
得
に
至
ら
な
い
と
い
う
問
題
が
生
じ
て
い
る
。
ま
た
、
米
国
で
は
、
在
留
資
格
単
独
申
請
の
際
、

離
婚
や
別
居
の
有
無
は
問
わ
れ
な
い
が
、
カ
ナ
ダ
の
場
合
は
、
Ｈ
＆
Ｃ
制
度
に
よ
り
永
住
権
申
請
を
行
う
前
提
と
し
て
、
ス
ポ
ン
サ
ー
で
あ
る
カ
ナ
ダ
市
民
等
の
配
偶
者

が
ス
ポ
ン
サ
ー
シ
ッ
プ
申
請
を
取
り
下
げ
て
い
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
加
害
者
で
あ
る
男
性
配
偶
者
が
ス
ポ
ン
サ
ー
シ
ッ
ッ
プ
を
取
り
下
げ
な
け
れ
ば
、

（
69
）

（
70
）

（
71
）



196

被
害
者
が
自
分
自
身
の
た
め
に
永
住
権
申
請
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
例
え
ば
、関
係
は
破
綻
し
て
い
る
が
、被
害
者
が
逃
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
、ス
ポ
ン
サ
ー

シ
ッ
プ
申
請
を
あ
え
て
取
り
下
げ
な
い
加
害
者
も
い
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
を
鑑
み
る
と
、
Ｈ
＆
Ｃ
制
度
を
通
じ
て
救
済
さ
れ
る
外
国
人
Ｄ
Ｖ
被
害
者
は
極
め
て
限
定
さ

れ
る
こ
と
と
な
る
。

そ
の
他
、
共
通
す
る
問
題
点
と
し
て
は
、
米
国
、
カ
ナ
ダ
と
も
、
外
国
人
Ｄ
Ｖ
被
害
者
に
対
す
る
特
別
な
在
留
資
格
制
度
に
関
す
る
施
行
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
等
に
法
的
拘

束
力
が
な
い
、
ま
た
、
そ
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
お
け
る
各
種
手
続
き
等
の
審
査
基
準
が
明
確
で
な
い
こ
と
に
よ
り
、
審
査
員
の
裁
量
が
結
果
に
大
き
く
影
響
す
る
こ
と
が

挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
警
察
に
よ
る
二
重
逮
捕
が
後
を
絶
た
な
い
こ
と
、
外
国
人
Ｄ
Ｖ
被
害
者
に
関
す
る
専
門
的
な
知
識
を
も
っ
た
通
訳
者
お
よ
び
支
援
機
関

が
不
足
し
て
い
る
こ
と
、
支
援
機
関
に
地
域
間
格
差
が
あ
る
こ
と
も
、
共
通
し
た
問
題
と
し
て
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

5
．
改
善
点
お
よ
び
今
後
の
課
題

外
国
人
Ｄ
Ｖ
被
害
者
の
救
済
体
制
を
充
実
さ
せ
る
た
め
に
は
、
Ｈ
＆
Ｃ
の
申
請
要
件
の
緩
和
や
施
行
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
改
訂
と
い
っ
た
制
度
上
の
見
直
し
が
急
務
で
あ

る
。
ま
た
同
時
に
、
Ｃ
Ｉ
Ｃ
の
審
査
官
や
警
察
官
に
対
す
る
研
修
や
、
国
や
地
方
自
治
体
の
各
種
行
政
機
関
・
民
間
機
関
の
連
携
の
強
化
等
、
運
用
面
に
お
け
る
改
善
が

必
要
と
な
っ
て
く
る
。
現
在
、被
害
者
支
援
に
従
事
す
る
専
門
家
や
民
間
団
体
か
ら
意
見
書
等
が
作
成
さ
れ
、状
況
の
改
善
に
む
け
た
動
き
が
始
ま
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、

被
害
者
支
援
従
事
者
の
声
に
基
づ
き
、
制
度
上
の
改
善
点
お
よ
び
施
行
段
階
に
お
け
る
今
後
の
改
善
点
に
つ
い
て
指
摘
す
る
。

（
1
）
過
酷
条
件

現
在
、
Ｈ
＆
Ｃ
に
よ
る
永
住
権
申
請
に
か
か
る
審
査
基
準
と
し
て
、
帰
国
後
の
困
窮
状
況
の
お
よ
び
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
生
活
基
盤
の
証
明
が
最
も
重
視
さ
れ
て
い
る
が
、

経
済
的
に
カ
ナ
ダ
市
民
等
の
配
偶
者
等
に
依
存
し
て
い
る
外
国
人
Ｄ
Ｖ
被
害
者
に
と
っ
て
は
、
こ
の
二
つ
の
条
件
を
十
分
に
満
た
す
だ
け
の
情
報
収
集
や
生
活
基
盤
を
構

築
す
る
こ
と
は
非
常
に
困
難
で
あ
る

米
国
の
一
九
九
四
年
Ｖ
Ａ
Ｗ
Ａ
で
は
、在
留
資
格
単
独
申
請
の
要
件
と
し
て
、帰
国
後
の
過
酷
状
況
等
の
証
明
を
求
め
て
い
た
が
、こ
の
条
件
を
満
た
す
こ
と
が
で
き
ず
、

申
請
が
却
下
さ
れ
る
ま
た
は
申
請
自
体
を
諦
め
る
被
害
者
が
続
出
し
た
た
め
、
改
正
に
よ
り
こ
の
過
酷
条
件
を
申
請
要
件
か
ら
外
し
た
。
よ
っ
て
、
Ｈ
＆
Ｃ
に
よ
る
永
住



カナダにおける外国人女性に対するドメスティック・バイオレンス

197

権
申
請
に
係
る
審
査
に
お
い
て
も
、
こ
の
要
件
に
つ
い
て
は
審
査
基
準
か
ら
削
除
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

（
2
）
生
活
基
盤
に
つ
い
て

Ｈ
＆
Ｃ
申
請
時
に
、
申
請
者
自
身
が
、
経
済
的
に
自
立
し
た
生
活
を
送
る
能
力
が
十
分
に
あ
る
こ
と
や
、
地
域
活
動
等
に
参
画
し
カ
ナ
ダ
社
会
に
適
応
し
て
い
る
こ
と

等
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
前
述
の
通
り
、
Ｄ
Ｖ
加
害
者
で
あ
る
夫
か
ら
の
精
神
的
暴
力
や
、
経
済
的
暴
力
等
に
よ
り
行
動
が
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
て
い
る
こ

と
に
よ
り
、
安
定
し
た
収
入
を
得
ら
れ
る
職
に
継
続
し
て
従
事
す
る
こ
と
や
、
地
域
活
動
に
参
加
す
る
た
め
の
外
出
な
ど
が
困
難
な
場
合
が
多
い
。

就
労
許
可
は
、
基
本
的
に
ス
ポ
ン
サ
ー
シ
ッ
プ
申
請
が
受
理
さ
れ
た
後
に
し
か
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、
そ
の
間
に
外
国
人
Ｄ
Ｖ
被
害
者
が
就
く
こ
と
が
で
き
る

仕
事
は
、
非
正
規
の
短
期
労
働
に
限
ら
れ
て
し
ま
う
。
ま
た
、
カ
ナ
ダ
市
民
等
の
配
偶
者
等
が
ス
ポ
ン
サ
ー
シ
ッ
プ
申
請
を
し
て
い
な
い
場
合
で
、
外
国
人
女
性
の
入
国

時
の
在
留
資
格
が
失
効
し
て
い
る
場
合
は
、
非
正
規
滞
在
者
と
な
る
こ
と
か
ら
、
経
済
的
自
立
に
足
る
報
酬
を
得
ら
れ
る
仕
事
に
付
く
こ
と
は
、
ほ
ぼ
不
可
能
で
あ
る
。

ま
た
、
Ｄ
Ｖ
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
、
加
害
者
と
別
居
し
た
後
、
公
的
扶
助
を
受
け
て
生
活
の
再
建
を
目
指
し
て
い
る
女
性
は
、
Ｈ
＆
Ｃ
申
請
の
際
に
、
経
済
的
自
立
能

力
が
な
い
と
み
な
さ
れ
、
永
住
権
審
査
の
際
に
不
利
と
な
る
。
よ
っ
て
、
審
査
の
際
に
は
、
被
害
者
の
申
請
時
に
お
け
る
経
済
力
や
地
域
社
会
へ
の
適
応
度
の
み
に
よ
っ

て
判
断
す
る
の
で
は
な
く
、
公
的
扶
助
を
受
け
て
こ
れ
か
ら
自
立
す
る
意
思
の
あ
る
被
害
者
も
救
済
す
る
た
め
に
、
将
来
に
お
け
る
経
済
的
自
立
能
力
も
視
野
に
入
れ
て
、

審
査
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

ま
た
、
Ｈ
＆
Ｃ
申
請
費
用
五
五
〇
カ
ナ
ダ
ド
ル
も
法
律
扶
助
の
対
象
と
し
、
経
済
的
理
由
に
よ
り
、
Ｈ
＆
Ｃ
申
請
に
よ
る
永
住
権
資
格
申
請
を
断
念
し
、
加
害
者
の
も

と
に
と
ど
ま
る
こ
と
を
選
択
せ
ざ
る
を
得
な
い
外
国
人
Ｄ
Ｖ
被
害
者
に
救
済
の
道
を
開
く
べ
き
で
あ
る
。

（
3
）
専
門
家
へ
の
研
修

移
民
審
査
官
の
意
識
改
革
の
徹
底
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。
し
ば
し
ば
、
審
査
に
お
い
て
、
Ｄ
Ｖ
を
す
る
よ
う
な
男
性
と
婚
姻
や
内
縁
関
係
を
結
ん
だ
女
性
側
の
思
慮

の
な
さ
を
責
め
る
職
員
が
多
い
。

ま
た
、
Ｄ
Ｖ
の
被
害
を
証
明
す
る
た
め
に
、
医
師
等
の
診
断
書
が
有
効
と
さ
れ
て
い
る
が
医
療
従
事
者
自
身
の
人
種
差
別
感
情
が
根
強
く
、
外
国
人
女
性
に
対
す
る
偏

見
か
ら
、
被
害
者
に
寄
り
添
っ
た
ケ
ア
が
必
ず
し
も
行
わ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
こ
の
よ
う
な
状
況
を
変
え
る
た
め
に
、
支
援
に
あ
た
る
者
に
、
外
国
人
女
性
が
Ｄ
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Ｖ
の
被
害
に
あ
っ
た
と
き
に
、
ど
の
よ
う
な
問
題
に
直
面
す
る
の
か
、
ど
の
よ
う
な
心
理
状
態
に
陥
る
の
か
等
に
つ
い
て
研
修
を
通
し
て
理
解
を
深
め
、
適
切
な
対
応
が

で
き
る
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る
。
さ
ら
に
、法
律
や
医
療
等
の
専
門
用
語
や
、女
性
に
対
す
る
暴
力
に
関
し
て
専
門
的
知
識
を
兼
ね
備
え
た
通
訳
者
の
養
成
が
急
務
で
あ
る
。

（
4
）
退
去
強
制
手
続
き
の
停
止

Ｈ
＆
Ｃ
は
、
退
去
強
制
手
続
き
を
中
断
さ
せ
る
効
果
は
な
く
、
手
続
き
進
行
中
に
本
国
送
還
さ
れ
る
可
能
性
が
常
に
あ
る
た
め
、
被
害
者
が
申
請
を
思
い
と
ど
ま
る
傾

向
が
あ
る
。
ま
た
、
再
審
査
請
求
が
認
め
ら
れ
て
も
、
審
査
期
間
中
、
退
去
強
制
手
続
き
は
同
時
に
進
行
す
る
た
め
、
結
果
が
出
る
前
に
、
本
国
に
送
還
さ
れ
る
こ
と
も

あ
る
。
よ
っ
て
、
Ｈ
＆
Ｃ
制
度
に
よ
る
永
住
権
申
請
を
行
っ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
Ｖ
Ａ
Ｗ
Ａ
の
退
去
強
制
手
続
き
を
一
旦
停
止
す
る
よ
う
運
用
を
見
直
す
こ
と
が
望
ま

し
い
。

（
5
）
施
行
マ
ニ
ュ
ア
ル

現
行
の
Ｈ
＆
Ｃ
施
行
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
は
、
Ｄ
Ｖ
被
害
者
へ
の
配
慮
の
重
要
性
に
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
一
般
的
な
記
述
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
た
め
、
Ｄ
Ｖ
が
被
害
者
の

心
理
状
態
や
行
動
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
も
た
ら
す
の
か
等
に
関
す
る
解
説
や
、
Ｄ
Ｖ
被
害
者
へ
の
配
慮
は
、
審
査
の
ど
の
段
階
で
考
慮
に
い
れ
る
べ
き
な
の
か
等
に
つ

い
て
具
体
的
な
記
述
は
な
い
。
よ
っ
て
、
審
査
官
が
、
Ｄ
Ｖ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
把
握
し
、
被
害
者
が
就
労
を
継
続
す
る
こ
と
が
難
し
い
心
理
状
態
に
陥
り
や
す
い
時
期
が

あ
る
こ
と
や
、
加
害
者
に
よ
り
行
動
が
制
限
さ
れ
て
い
る
た
め
、
地
域
社
会
活
動
参
加
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
場
合
が
あ
る
こ
と
等
を
理
解
し
て
被
害
者
へ
の
対
応
を

決
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
改
定
の
検
討
を
進
め
て
い
く
べ
き
で
あ
る
。

（
6
）
支
援
の
拡
充

外
国
人
Ｄ
Ｖ
被
害
者
は
、
言
語
の
壁
に
よ
り
、
法
律
や
各
種
支
援
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
情
報
が
必
要
な
と
き
に
入
手
で
き
な
い
状
況
に
し
ば
し
ば
陥
り
や
す
い
。
情
報

提
供
に
関
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
も
、
婚
姻
や
離
婚
を
す
る
際
に
必
要
な
手
続
き
や
、
Ｄ
Ｖ
の
被
害
に
あ
っ
た
と
き
に
相
談
す
る
こ
と
が
で
き
る
機
関
等
に
つ
い
て
多
言
語

で
書
か
れ
た
冊
子
等
は
作
成
さ
れ
て
い
る
が
、
行
動
が
制
限
さ
れ
て
い
た
り
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
へ
の
ア
ク
セ
ス
が
で
き
な
い
被
害
者
等
、
す
べ
て
の
被
害
者
に
必
ず
し

も
必
要
な
情
報
が
届
い
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
よ
っ
て
、
多
言
語
情
報
の
提
供
方
法
つ
い
て
も
、
外
国
人
Ｄ
Ｖ
被
害
者
に
よ
り
配
慮
し
た
工
夫
が
講
じ
ら
れ
る
べ
き
で
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あ
る
。
ま
た
、
相
談
機
関
に
繋
が
る
こ
と
が
で
き
て
も
、
外
国
人
Ｄ
Ｖ
被
害
者
が
安
定
し
た
生
活
を
送
る
た
め
に
必
要
な
法
的
手
続
き
等
の
情
報
を
、
被
害
者
が
理
解
で

き
る
言
語
で
提
供
さ
れ
る
と
こ
と
は
限
ら
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
相
談
先
や
避
難
先
等
に
お
い
て
多
言
語
で
対
応
で
き
る
よ
う
受
け
入
れ
態
勢
を
整
え
る
べ
き
で
あ
る
。

お
わ
り
に

外
国
人
Ｄ
Ｖ
被
害
者
の
お
か
れ
て
い
る
状
況
を
み
て
み
る
と
、
ど
の
国
に
お
い
て
も
外
国
人
Ｄ
Ｖ
被
害
者
た
ち
は
見
え
な
い
存
在
に
さ
れ
て
お
り
、
暴
力
の
な
い
生
活

を
送
る
た
め
の
制
度
が
不
十
分
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
を
改
善
す
る
た
め
に
は
、
在
留
資
格
制
度
の
見
直
し
は
必
須
で
あ
る
が
、
外
国
人
Ｄ
Ｖ
被
害

者
が
安
心
し
て
そ
の
制
度
を
活
用
で
き
る
よ
う
な
環
境
づ
く
り
も
同
時
に
行
わ
な
け
れ
ば
、
そ
の
制
度
は
形
が
い
化
し
て
し
ま
う
。

制
度
の
形
が
い
化
を
防
ぐ
た
め
に
は
、
救
済
か
ら
自
立
支
援
ま
で
を
視
野
に
入
れ
た
包
括
的
な
取
り
組
み
を
進
め
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
取
り
組
み
の
内
容
と
し
て
は
、

言
語
習
得
や
職
業
訓
練
等
の
機
会
の
提
供
、
Ｄ
Ｖ
被
害
者
の
特
徴
を
理
解
し
た
医
療
や
法
律
支
援
等
、
二
重
逮
捕
の
予
防
、
人
種
差
別
意
識
の
改
善
等
、
多
岐
に
わ
た
っ

て
取
り
組
む
べ
き
点
が
残
さ
れ
て
い
る
。

Ｄ
Ｖ
被
害
者
対
応
に
つ
い
て
は
、
各
国
、
省
庁
間
を
越
え
た
包
括
的
な
救
済
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
等
を
制
定
し
て
い
る
が
、
外
国
人
Ｄ
Ｖ
被
害
者
に
つ
い
て
は
、
あ
く
ま
で

も
例
外
的
な
事
例
と
し
て
、特
別
な
配
慮
が
必
要
な
こ
と
が
言
及
さ
れ
る
の
み
に
留
ま
る
場
合
が
多
い
。
し
か
し
、こ
れ
で
は
Ｄ
Ｖ
被
害
者
が
安
心
し
て
暴
力
か
ら
の
が
れ
、

新
し
い
生
活
の
再
建
に
む
け
て
踏
み
出
す
環
境
を
作
っ
て
い
く
の
に
は
限
界
が
あ
る
。
今
後
は
、
各
国
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
詳
細
な
検
討
を
重
ね
る
と
同
時
に
、
こ
の

よ
う
な
包
括
的
な
取
り
組
み
の
モ
デ
ル
に
つ
い
て
も
検
討
を
進
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

注（
1
）
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
バ
イ
オ
レ
ン
ス
の
定
義
は
国
や
文
化
の
違
い
よ
り
多
様
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
、
基
本
的
に
「
配
偶
者
・
元
配
偶
者
、
内
縁
の
配
偶
者
・
元
配
偶
者
か
ら
の
身
体
的
暴
力
、
心

理
的
暴
力
、
性
的
暴
力
、
経
済
的
暴
力
」
を
指
す
も
の
と
す
る
。

（
2
）
総
合
的
社
会
調
査
（th

e G
en

eral S
ocial S

u
rvey

）
は
、
カ
ナ
ダ
の
一
〇
の
州
に
在
住
し
て
い
る
一
五
歳
以
上
の
も
の
を
対
象
に
五
年
ご
と
に
実
施
さ
れ
、
時
間
の
経
過
と
と
も
に
変
化
す
る

生
活
状
況
や
福
祉
の
動
向
を
監
視
し
、
時
代
に
そ
っ
た
、
ま
た
は
新
た
に
浮
上
し
た
特
定
の
社
会
政
策
課
題
に
対
し
て
、
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
も
目
的
に
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
尚
、
配
偶
者

等
間
の
暴
力
に
つ
い
て
の
統
計
は
、
身
体
的
暴
力
お
よ
び
性
的
暴
力
の
み
を
対
象
と
し
て
い
る
。

（
3
）Fam

ily V
iolen

ce in
 C

an
ada: A

 S
tatistical P

rofile, S
tatistics C

an
ada, Jan

u
ary 2011, p.16.

（
72
）

（
73
）
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（
4
）
過
去
一
二
ヶ
月
の
間
に
お
け
る
配
偶
者
等
か
ら
の
身
体
的
暴
力
お
よ
び
性
的
暴
力
に
関
す
る
通
報
の
う
ち
、
二
五
歳
〜
三
五
歳
か
ら
の
通
報
は
一
四
一
、〇
〇
〇
件
で
、
四
五
歳
以
上
の
被
害
者
か

ら
の
通
報
件
数
（
七
四
、〇
〇
〇
件
）
よ
り
も
三
倍
多
か
っ
た
。S

tatistics C
an

ada, su
pra n

ote 3, p.10.
（
5
）
法
律
婚
し
て
い
る
も
の
か
ら
の
通
報
は
一
四
二
、〇
〇
〇
件
、
内
縁
関
係
に
あ
る
も
の
か
ら
の
通
報
は
九
〇
件
で
あ
っ
た
。

（
6
）S

tatistics C
an

ada, su
pra n

ote 3, p.10

．

（
7
）
過
去
に
、
児
童
擁
護
施
設
に
送
ら
れ
た
被
虐
待
児
の
多
く
は
、
障
害
者
、
人
種
的
・
民
族
的
少
数
者
（racial an

d eth
n

ic m
in

orities

）、
カ
ナ
ダ
先
住
民
、
お
よ
び
貧
困
家
庭
出
身
者
と
い
っ
た
、

カ
ナ
ダ
社
会
お
い
て
阻
害
さ
れ
て
い
る
グ
ル
ー
プ
（m

argin
alized grou

ps

）
に
属
し
て
い
る
子
ど
も
で
あ
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。

（
8
）V

isible m
in

ority

と
は
、
カ
ナ
ダ
の
雇
用
平
等
法
（th

e E
m

ploym
en

t E
qu

ity A
ct

）
に
よ
り
導
入
さ
れ
た
用
語
で
あ
り
、
雇
用
の
場
に
お
け
る
平
等
と
適
切
な
採
用
数
を
確
保
す
る
た
め

に
特
別
な
配
慮
が
必
要
な
グ
ル
ー
プ
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
雇
用
の
機
会
均
等
に
む
け
て
特
別
な
配
慮
が
必
要
な
グ
ル
ー
プ
と
し
て
は
、
そ
の
他
に
、
女
性
、
カ
ナ
ダ
先
住
民
、
障

害
者
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、V

isible M
in

ority

は
、
雇
用
平
等
法
に
よ
り
「
先
住
民
族
を
除
く
非
白
人
系
人
種
ま
た
は
肌
の
色
が
白
く
な
い
も
の
（person

s, oth
er th

an
 A

borigin
al 

P
eoples, w

h
o are n

on
-C

au
casian

 in
 race or n

on
-w

h
ite in

 colou
r

）」
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。V

isible M
in

ority

の
対
象
と
な
る
の
は
、
南
ア
ジ
ア
出
身
者
、
中
国
人
、
黒
人
、
ア
ラ
ブ
人
、

西
ア
ジ
ア
出
身
者
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
、
東
南
ア
ジ
ア
出
身
者
、
南
ア
メ
リ
カ
出
身
者
、
日
本
人
お
よ
び
韓
国
人
（S

ou
th

 A
sian

, C
h

in
ese, B

lack, A
rab, W

est A
sian

, P
ilipin

o, S
ou

th
east 

A
sia, L

atin
 A

m
erican

, Japan
ese an

d K
orean

）
で
あ
る
。T

in
a C

h
u

i an
d H

élèn
e M

ah
eu

x, V
isible M

in
ority W

om
en

, W
om

en
 in

 C
an

ada: A
 G

en
der-based S

tatistical 

R
eport, S

tatistics C
an

ada, Ju
ly 2011, p.5.

（
9
）
カ
ナ
ダ
政
府
に
よ
る
統
計
で
は
、「
移
民
」（Im

m
igran

t

）
は
、
カ
ナ
ダ
に
上
陸
し
、
在
留
が
許
可
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
帰
化
申
請
に
よ
り
市
民
権
を
得
た
も
の
、
ま
た
は
永
住
権
を
取
得
し

た
も
の
が
対
象
と
さ
れ
て
い
る
。T

in
a C

h
u

il, Im
m

igran
t W

om
en

, W
om

en
 in

 C
an

ada: A
 G

en
der-based S

tatistical R
eport, S

tatistic C
an

ada, Ju
ly 2011, p.34

（
10
）F

am
ily V

iolen
ce: D

epartm
en

t of Ju
stice C

an
ad

a O
verview

 P
aper, M

ay 2009, D
epartm

en
t of Ju

stice C
an

ada, p.6.

（
11
）
未
解
決
事
件
を
除
く
。
未
解
決
事
件
を
入
れ
た
、
二
〇
〇
一
年
〜
二
〇
〇
九
年
の
殺
人
事
件
件
数
は
、
五
、九
三
八
件
で
あ
っ
た
。S

tatistics C
an

ada, su
pra n

ote 3, p.38.

（
12
）ibid, p.38.

（
13
）
全
体
的
に
、
配
偶
者
等
間
の
殺
人
に
つ
い
て
は
、
元
配
偶
者
等
よ
り
も
現
在
の
配
偶
者
等
が
加
害
者
と
な
る
場
合
が
多
い
。
ま
た
、
二
〇
〇
〇
年
〜
二
〇
〇
九
年
に
お
け
る
殺
人
の
う
ち
、
内
縁
関

係
間
の
も
の
が
四
〇
％
、
法
律
婚
を
し
て
い
る
配
偶
者
間
の
も
の
は
三
六
％
と
、
内
縁
関
係
間
の
方
が
、
殺
人
に
至
る
場
合
が
多
い
。
ま
た
関
係
を
解
消
し
た
場
合
に
お
い
て
も
、
元
内
縁
の
配
偶

者
が
加
害
者
と
な
る
場
合（
二
三
％
）が
、法
律
婚
し
て
い
た
場
合
に
く
ら
べ
多
い（
二
％
）。F

am
ily V

iolen
ce in

 C
an

ad
a: A

 S
tatistical P

rofile, S
tatistics C

an
ada, Jan

u
ary 2011, p.34, 

38.

（
14
）F

am
ily V

iolen
ce in

 C
an

ad
a: A

 S
tatistical P

rofile, S
tatistics C

an
ada, Jan

u
ary 2011, p.33.

（
15
）カ
ナ
ダ
け
る
外
国
人
女
性
の
出
身
国
は
、二
二
〇
か
国
以
上
と
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
。
二
〇
〇
九
年
度
に
お
け
る
主
な
出
身
国
は
、多
い
順
か
ら
イ
ギ
リ
ス（
九
％
）、中
国（
八
％
）、イ
ン
ド（
七
％
）、

フ
ィ
リ
ピ
ン
（
五
％
）
で
あ
っ
た
。T

in
a C

h
u

il, Im
m

igran
t W

om
en

, W
om

en
 in

 C
an

ada: A
 G

en
der-based S

tatistical R
eport, S

tatistic C
an

ada, Ju
ly 2011, p.5, 9.

（
16
）
二
〇
〇
一
年
か
ら
二
〇
〇
六
年
の
五
年
間
で
、
女
性
全
体
の
人
口
は
八
四
〇
、〇
〇
〇
人
増
加
し
た
が
、
そ
の
う
ち
、
外
国
人
女
性
は
五
七
九
、八
〇
〇
人
で
あ
っ
た
。ibid, p.6.

（
17
）
こ
の
数
字
は
過
去
三
〇
年
間
の
う
ち
で
、
も
っ
と
も
高
い
も
の
で
あ
る
。ibid, p.6.

（
18
）
移
民
難
民
保
護
法
に
よ
る
と
、
永
住
権
の
申
請
資
格
が
あ
る
の
は
、
経
済
ク
ラ
ス
（E

con
om

ic C
lass

）、
家
族
ク
ラ
ス
（Fam

ily C
lass

）、
難
民
ク
ラ
ス
（R

efu
gee C

lass

）
の
三
つ
の
ク
ラ

ス
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。
経
済
ク
ラ
ス
は
、
さ
ら
に
選
抜
労
働
者
（S

killed W
orker C

lass

）
と
、
ビ
ジ
ネ
ス
ク
ラ
ス
（B

u
sin

ess Im
m

igran
ts C

lass

）、
在
宅
介
介
護
ク
ラ
ス
（L

ive-In
 

C
aregiver C

lass

）
の
三
つ
分
か
れ
る
。ibid, p.7.

（
19
）T

in
a C

h
u

il, Im
m

igran
t W

om
en

, W
om

en
 in

 C
an

ada: A
 G

en
der-based S

tatistical R
eport, S

tatistic C
an

ada, Ju
ly 2011, p.6. T

in
a C

h
u

il, Im
m

igran
t W

om
en

, W
om

en
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in
 C

an
ada: A

 G
en

der-based S
tatistical R

eport, S
tatistic C

an
ada, Ju

ly 2011, p.20.
（
20
）S

m
ith

, E
ku

w
a, “N

ow
h

ere to T
u

rn
? R

espon
din

g to P
artn

er V
iolen

ce A
gain

st Im
m

igran
t an

d V
isible M

in
ority W

om
en

”, C
an

adian
 C

ou
n

cil on
 S

ocial D
evelopm

en
t, 

O
ttaw

a, M
arch

 2005,S
m

ith
, 2003.

（
21
）こ
こ
で
は
、非
白
人
系（visible m

in
ority

）と
い
う
分
類
で
統
計
が
取
ら
れ
て
い
る
。
非
白
人
系
の
女
性
は
、白
人
系
の
女
性
よ
り
も
、配
偶
者
等
か
ら
の
暴
力
に
つ
い
て
通
報
す
る
件
数
が
少
な
い
。

ま
た
、暴
力
の
発
生
率
も
、前
回
の
Ｇ
Ｓ
Ｓ
の
調
査
よ
り
も
減
少
し
て
い
る
。M

easu
rin

g V
iolen

ce A
gain

st W
om

en
, S

tatistical T
ren

ds 2006, S
tatistics C

an
ada, O

ctober, 2006, p.41.

（
22
）
実
際
に
、
二
〇
〇
一
年
の
統
計
に
よ
る
と
、
カ
ナ
ダ
で
は
、
二
六
〇
〇
万
人
の
女
性
が
英
語
ま
た
は
フ
ラ
ン
ス
語
を
流
暢
に
話
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
答
え
て
い
る
。ibid, p.77.

（
23
）ibid, p.43.

（
24
）
二
〇
〇
九
年
の
Ｇ
Ｓ
Ｓ
に
よ
る
と
、
Ｄ
Ｖ
に
つ
い
て
通
報
す
る
件
数
を
み
る
と
、
ゲ
イ
ま
た
は
レ
ズ
ビ
ア
ン
の
被
害
者
か
ら
の
通
報
は
、
異
性
愛
者
の
そ
れ
よ
り
約
二
倍
で
あ
り
、
バ
イ
セ
ク
シ
ュ

ア
ル
の
被
害
者
の
場
合
は
、
異
性
愛
者
の
通
報
件
数
の
約
四
倍
で
あ
っ
た
。S

tatistics C
an

ada, su
pra n

ote 3, p.12.

（
25
）
二
〇
〇
九
年
の
Ｇ
Ｓ
Ｓ
に
よ
る
と
、
先
住
民
の
Ｄ
Ｖ
被
害
者
の
通
報
件
数
は
、
先
住
民
以
外
の
被
害
者
か
ら
の
通
報
件
数
の
約
二
倍
で
あ
っ
た
。
先
住
民
社
会
に
お
け
る
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
バ
イ
オ
レ

ン
ス
の
背
景
に
は
、
植
民
地
支
配
の
経
験
と
そ
の
打
撃
、
特
に
同
化
政
策
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
た
寄
宿
学
校
で
の
教
育
の
影
響
に
よ
り
、
伝
統
的
な
価
値
観
や
、
家
族
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
構

造
が
大
き
く
損
な
わ
れ
た
影
響
等
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。S

am
u

el P
erreau

lt, V
iolen

t victim
ization

 of A
borigin

al people in
 th

e C
an

ad
ian

 provin
ces, S

tatistics C
an

ad
a, 

M
arch

 2011p.10-11.

（
26
）O

f th
ose w

h
o reported h

avin
g an

 activity lim
itation

（su
ch

 as a ph
ysical or m

en
tal con

dition
 or h

ealth
 problem

）, 8%
 reported h

avin
g been

 a victim
 of spou

sal 

violen
ce in

 th
e previou

s 5  years, com
pared to 6%

 w
h

o did n
ot h

ave an
 activity lim

itation
.

（
27
）
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
の
動
向
に
関
す
る
最
新
の
統
計
は
、
二
〇
〇
九
年
の
総
合
的
社
会
調
査
で
あ
る
。

（
28
）
移
民
難
民
保
護
法
が
改
正
さ
れ
配
偶
者
の
扱
い
が
拡
大
し
、
カ
ナ
ダ
市
民
等
と
一
年
以
上
同
居
し
て
い
る
場
合
に
は
、
内
縁
関
係
に
あ
る
も
の
や
同
棲
し
て
い
る
パ
ー
ト
ナ
ー
も
、
カ
ナ
ダ
市
民
等

の
家
族
と
み
な
し
、
そ
の
も
の
の
被
扶
養
者
と
し
て
永
住
権
申
請
が
可
能
と
な
っ
た
。
そ
の
他
、
一
方
パ
ー
ト
ナ
ー
の
国
が
同
性
婚
等
を
認
め
て
い
な
い
た
め
、
一
年
以
上
の
同
居
事
実
が
な
い
場

合
等
、
同
居
し
て
い
な
い
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
に
は
、
申
請
が
認
め
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
。

（
29
）
こ
の
制
度
に
お
け
る
被
扶
養
者
と
し
て
は
、
カ
ナ
ダ
市
民
等
の
配
偶
者
の
他
に
、
婚
約
者
、
両
親
、
祖
父
母
、
一
八
歳
以
下
の
子
、
兄
弟
・
姉
妹
、
姪
・
甥
、
一
九
歳
以
上
の
学
生
等
、
カ
ナ
ダ
市

民
等
の
家
族
が
幅
広
く
含
ま
れ
る
。

（
30
）
ス
ポ
ン
サ
ー
に
な
る
条
件
は
、
一
八
才
以
上
の
カ
ナ
ダ
市
民
ま
た
は
永
住
権
保
持
者
。
た
だ
し
、
現
在
、
退
去
強
制
手
続
き
継
続
中
で
あ
る
も
の
、
以
前
扶
養
者
と
し
て
の
義
務
を
履
行
し
な

か
っ
た
も
の
、
公
的
扶
助
を
受
け
て
い
る
も
の
（
障
害
手
当
受
給
者
を
除
く
）
は
、
新
た
に
外
国
人
配
偶
者
等
の
扶
養
者
と
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
。Im

m
igration

 an
d R

efu
gee P

rotection
 

R
egu

lation
s S133

（1 

）.

（
31
）T

h
e basic requ

irem
en

ts are food, cloth
in

g, sh
elter an

d oth
er n

eeds for everyday livin
g. D

en
tal care, eye care an

d oth
er h

ealth
 n

eeds n
ot covered by pu

blic h
ealth

 

services also also in
clu

ded. T
h

e u
n

dertakin
g en

su
res th

e applican
t an

d h
is or h

er depen
den

t ch
ildren

 do n
ot h

ave to apply for social assistan
ce. A

pplyin
g for 

P
erm

an
en

t R
esid

en
ce from

 w
ith

in
 C

an
ad

a: S
pou

se of C
om

m
on

-L
aw

 P
artn

er in
 C

an
ad

a C
lass, C

itizen
sh

ip an
d Im

m
igration

 C
an

ada, IM
M

 5289-E

（11-2010

）, p5.

（
32
）
例
え
ば
、
当
該
女
性
が
、
短
期
滞
在
、
留
学
、
就
労
に
関
す
る
査
証
に
よ
り
カ
ナ
ダ
に
入
国
し
、
そ
の
後
、
配
偶
者
等
と
出
会
い
ス
ポ
ン
サ
ー
シ
ッ
プ
申
請
に
至
っ
た
場
合
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。

（
33
）
ス
ポ
ン
サ
ー
シ
ッ
ッ
プ
申
請
は
、
カ
ナ
ダ
国
内
の C

ase P
rocessin

g C
en

tre

（C
P

C

）
に
行
う
。

（
34
）
ス
ポ
ン
サ
ー
シ
ッ
プ
申
請
の
取
り
下
げ
は
、
管
轄
機
関
に
フ
ァ
ク
ス
を
送
信
し
通
知
す
る
こ
と
の
み
で
よ
い
。
そ
の
際
、
申
請
時
に
支
払
っ
た
費
用
は
返
金
さ
れ
な
い
。
カ
ナ
ダ
市
民
権
・
移
民
省

が
す
で
に
配
偶
者
等
の
永
住
権
を
認
め
た
後
は
、
ス
ポ
ン
サ
ー
シ
ッ
プ
を
取
り
下
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
よ
っ
て
、
関
係
は
破
綻
し
た
と
え
別
居
状
態
に
あ
っ
て
も
、
外
国
人
女
性
配
偶
者
等
が
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永
住
権
を
取
得
し
た
場
合
、
取
得
後
か
ら
三
年
間
、
子
ど
も
や
親
等
、
そ
の
他
の
親
族
で
あ
れ
ば
、
被
扶
養
者
側
が
永
住
権
取
得
し
た
後
か
ら
一
〇
年
間
、
そ
れ
ら
の
者
が
、
経
常
的
な
最
低
生
活

需
要
の
す
べ
て
を
満
た
せ
る
よ
う
経
済
的
支
援
を
継
続
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
35
）IM

M
IG

R
A

N
T

 W
O

M
E

N
’S

 P
R

O
JE

C
T

: S
afety of Im

m
igran

t, R
efu

gee, an
d N

on
-S

tatu
s W

om
en

, E
n

din
g V

iolen
ce A

ssociation
 of B

C
, M

O
S

A
IC

, &
 V

an
cou

ver &
 L

ow
er 

M
ain

lan
d M

u
lticu

ltu
ral Fam

ily S
u

pport S
ervice S

ociety, M
arch

 2011, p.60.

（
36
）C

an
adian

 C
ou

n
cil on

 S
ocial D

evelopm
en

t w
ith

 V
an

cou
ver an

d L
ow

er M
ain

lan
d M

u
lticu

ltu
ral Fam

ily S
u

pport S
ervices S

ociety an
d Im

m
igran

t W
om

en
 S

ervices 

of O
ttaw

a, D
om

estic V
iolen

ce in
 S

pon
sor R

elation
sh

ips am
on

g Im
m

igran
t an

d
 R

efu
gee W

om
en

 an
d

 its L
in

ks to H
om

eless: Im
plication

s for S
ervices D

elivery, 2006, 
p.9.

（
37
）
生
活
保
護
申
請
手
続
き
に
必
要
な
書
類
等
が
、Ｄ
Ｖ
の
加
害
者
で
あ
る
カ
ナ
ダ
市
民
等
ス
ポ
ン
サ
ー
の
手
元
に
あ
り
入
手
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
や
、危
険
が
と
も
な
う
場
合
は
、カ
ナ
ダ
市
民
権
・

移
民
省
が
警
察
や
地
元
の
福
祉
局
に
連
絡
し
、
外
国
人
女
性
が
安
全
に
必
要
書
類
を
入
手
で
き
る
よ
う
協
力
を
要
請
す
る
場
合
が
あ
る
。

（
38
）
永
住
権
取
得
後
に
得
ら
れ
る
支
援
と
し
て
は
、
雇
用
保
険
、
労
災
保
険
、
家
族
手
当
、
年
少
扶
養
親
族
に
関
す
る
扶
養
控
除
等
な
ど
が
あ
る
．S

pon
sorsh

ip B
reakd

ow
n

, U
sefu

l 

in
form

ation
 for people w

h
o n

eed
 h

elp w
h

en
 th

eir spon
sorsh

ip in
 C

an
ad

a breaks d
ow

n
, L

egal S
ervice S

ociety, B
C

, N
ovem

ber 2009, p4, p5.

（
39
）S

m
ith

, su
pra n

ote 20, p.25.

（
40
）ibid, p.iv.

（
41
）L

in
da M

acL
eod et al., L

ike a W
in

gless B
ird

: A
 T

ribu
te to th

e S
u

rvival an
d

 C
ou

rage of W
om

en
 W

h
o A

re A
bu

sed
 an

d
 W

h
o S

peak N
eith

er E
n

glish
 N

or F
ren

ch
, 

O
ttaw

a: D
epartm

en
t of C

an
adian

 H
eritage, 1993, p.39.

（
42
）F

elicite S
taires an

d L
ori P

ope, N
o P

lace L
ike H

om
e: A

ssau
lted

 M
igran

t W
om

en
’s C

laim
s to R

efu
gee S

tatu
s an

d
 L

an
d

in
g on

 H
u

m
an

itarian
 an

d
 C

om
passion

 

G
rou

n
d

s, J.L
. &

 S
oc. P

ol ’y 148, 190, p.157.

（
43
）
人
種
主
義
、
人
種
差
別
、
外
国
人
嫌
悪
お
よ
び
関
連
す
る
不
寛
容
に
関
す
る
特
別
報
告
者
（S

pecial R
apporteu

r on
 con

tem
porary form

s of racism
, racial discrim

in
ation

, 

xen
oph

obia an
d related in

toleran
ce

）
は
、
カ
ナ
ダ
は
政
府
の
方
針
と
し
て
多
文
化
主
義
を
採
用
し
、「
権
利
お
よ
び
自
由
に
関
す
る
カ
ナ
ダ
憲
章
（th

e C
an

adian
 C

h
arter of R

igh
ts 

an
d F

reedom
s

）」
や
「
カ
ナ
ダ
憲
法
（th

e C
on

stitu
tion

 A
ct 1982

）」
を
は
じ
め
、
一
連
の
法
律
（
カ
ナ
ダ
権
利
の
憲
章
（C

an
adian

 B
ill of R

igh
ts

）、
連
邦
労
働
法
典
（C

an
adian

 

L
abou

r C
ode

）、
公
務
労
働
関
係
法
（P

u
blic S

ervice S
taff R

elation
s A

ct

）, 

公
務
雇
用
法
（P

u
blic S

ervice E
m

ploym
en

t A
ct

）、
刑
法
典
（C

rim
in

al C
ode

）
等
）
に
お
い
て
も
こ

の
立
場
を
取
っ
て
い
る
が
、
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
場
面
に
お
い
て
人
種
差
別
が
根
強
く
存
在
す
る
こ
と
に
懸
念
を
示
し
て
い
る
。R

eport of th
e special R

apporteu
r on

 con
tem

porary form
s 

of racism
, racial discrim

in
ation

, xen
oph

obia an
d related in

toleran
ce, M

r. D
ou

dou
 D

ièn
e, on

 h
is m

ission
 to C

an
ada from

 15  to 26  S
eptem

ber 2003, E
/C

N
.4/2004/18/

A
dd.2, M

arch
 2004, para23, 72.

（
44
）
医
療
従
事
者
を
対
象
と
し
た
調
査
に
よ
る
と
、
人
種
差
別
感
情
や
言
語
で
の
意
思
疎
通
が
困
難
な
こ
と
に
よ
り
、
外
国
人
女
性
の
患
者
を
「
問
題
を
抱
え
て
い
る
患
者
」
で
は
な
く
、「
問
題
の

あ
る
患
者
」
と
し
て
敬
遠
し
、
診
察
時
間
も
白
人
系
の
住
民
に
比
べ
て
短
い
と
い
う
結
果
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。Yasm

in
 Jiw

am
i, w

ith
 K

elly D
’A

ou
st, S

u
ki G

rew
al, B

en
ita B

u
n

ju
n

, 

H
arjit K

au
r an

d T
racy C

on
ley, In

terestin
g In

equ
alities: Im

m
igran

t W
om

en
 of C

olou
r, V

iolen
ce &

 H
ealth

 C
are, F

em
in

ist R
esearch

 E
du

cation
 D

evelopm
en

t an
d 

A
ction

 C
en

ter Ju
ly 2011.

（
45
）
国
連
女
性
差
別
撤
廃
委
員
会
は
、
カ
ナ
ダ
政
府
に
よ
る
女
性
差
別
撤
廃
条
約
実
施
状
況
第
六
回
お
よ
び
七
回
報
告
書
に
対
す
る
最
終
見
解
に
お
い
て
、
Ｄ
Ｖ
事
件
に
お
い
て
、
当
事
者
双
方
が

逮
捕
（du

al ch
argin

g

）
さ
れ
る
件
数
が
増
加
す
る
傾
向
に
あ
る
こ
と
に
懸
念
を
示
し
、
改
善
を
求
め
て
い
る
。C

on
clu

din
g observation

s of th
e C

om
m

ittee on
 th

e E
lim

in
ation

 of 

D
iscrim

in
ation

 again
st W

om
en

; C
an

ada, C
E

D
A

W
/C

/C
A

N
/C

O
/, 7  N

ovem
ber 2008, para 23.
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（
46
）H

eath
er N

eu
feld, In

adequ
ate of T

h
e H

u
m

an
itarian

 an
d C

om
passion

ate P
rocedu

re for A
bu

sed Im
m

igran
t S

pou
se, Jou

rn
al of L

aw
 an

d S
ociety P

olicy, V
ol.22, 2009, 

p.185.
（
47
）
二
〇
一
〇
年
の
時
点
に
お
い
て
、
暴
力
の
被
害
を
受
け
た
女
性
の
た
め
の
シ
ェ
ル
タ
ー
は
全
国
で
五
四
三
か
所
あ
り
、
そ
の
う
ち
、
文
化
や
人
種
の
違
い
に
配
慮
し
た
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い
る

の
は
、約
半
数
で
あ
る（
四
八
％
）。Marta B

urczycka and A
dam

 C
otter, S

h
elter for A

bu
sed

 W
om

en
 an

d
 C

h
ild

ren
 in

 C
an

ad
a, 2010, S

tatistics C
anada, June 2011, p.11. 

ま
た
、

シ
ェ
ル
タ
ー
で
提
供
さ
れ
て
い
る
主
な
言
語
は
、
英
語
お
よ
び
フ
ラ
ン
ス
語
の
他
に
、
ス
ペ
イ
ン
語
（
二
八
％
）、
ク
リ
ー
語
（
一
三
％
）、
パ
ン
ジ
ャ
ブ
語
（
一
二
％
）、
ア
ラ
ビ
ア
語
（
一
一
％
）、

ド
イ
ツ
語
（
一
〇
％
）、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
語
、
中
国
語
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
語
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
（
九
％
）
で
あ
る
。S

tatistics C
an

ada, su
pra n

ote 3, p.23.

（
48
）S

u
san

 M
cD

on
ald, N

ot in
 th

e N
u

m
bers: D

om
estic V

iolen
ce an

d Im
m

igran
t W

om
en

, C
an

adian
 W

om
en

 S
tu

dies

（3 

）, 1999, p.164.

（
49
）S

m
ith

, su
pra n

ote 20, p.26.

（
50
）L

IF
E

 B
E

Y
O

N
D

 S
H

E
LT

E
R

: T
O

W
A

R
D

 C
O

O
R

D
IN

A
T

E
D

 P
U

B
L

IC
 P

O
L

IC
IE

S
 F

O
R

 W
O

M
E

N
’S

 S
A

F
E

T
Y

 A
N

D
 V

IO
L

E
N

C
E

 P
R

E
V

E
N

T
IO

N
, Y

W
C

A
 of C

an
ada, 

0ctober, 2009,p.38.

（
51
）
そ
の
他
、
ス
ポ
ン
サ
ー
側
は
、
外
国
人
女
性
に
対
し
、
も
し
子
ど
も
を
置
い
て
逃
げ
た
場
合
に
は
、
子
ど
も
を
遺
棄
し
た
と
し
て
児
童
福
祉
機
関
に
通
報
し
、
子
の
養
子
縁
組
手
続
き
を
す
す
め
る

と
脅
し
た
り
す
る
。

（
52
）N

eu
feld, su

pra n
ote 46, p.187.

（
53
）ibid, p.188.

（
54
）T

o apply for perm
an

en
t residen

ce from
 w

ith
in

 C
an

ada on
 h

u
m

an
itarian

 an
d com

passion
ate grou

n
d 

（H
&

C

） if you
: are a foreign

 n
ation

al cu
rren

tly livin
g 

in
 C

an
ada; an

d n
eed an

 exem
ption

 from
 on

e or m
ore requ

irem
en

ts of th
e Im

m
igration

 an
d R

efu
gee P

rotection
 A

ct 

（IR
P

A

） or R
egu

lation
 in

 order to apply 

for perm
an

en
t residen

ce w
ith

in
 C

an
ada; an

d believe you
 w

ou
ld experien

ce u
n

u
su

al an
d u

n
deserved or disproportion

ate h
ardsh

ip if you
 are n

ot gran
ted th

e 

exem
ption

 you
 n

eed; an
d are n

ot eligible to apply for perm
an

en
t residen

ce from
 w

ith
in

 C
an

ada in
 an

y of th
ese classes; S

pou
se or C

om
m

on
-L

aw
 P

artn
er, L

ive-

in
 C

aregiver, P
rotected P

erson
 an

d C
on

ven
tion

 R
efu

gees, T
em

porary R
esiden

t P
erm

it H
older. A

pplication
 for perm

an
en

t R
esid

en
ce from

 w
ith

in
 C

an
ad

a, 

H
u

m
an

itarian
 an

d
 C

om
passion

ate C
on

sid
eration

, C
itizen

sh
ip an

d Im
m

igration
 C

an
ada, IM

M
 5291 E

（09-2011

）, p.3.

（
55
）Im

m
igration

 M
an

u
al IP

 5  Im
m

igran
t A

pplication
s in

 C
an

ad
a m

ad
e on

 H
u

m
an

itarian
 or C

om
passion

ate G
rou

n
d

, C
itizen

sh
ip an

d Im
m

igration
 C

an
ada, 5.6., p.12.

（
56
）
例
え
ば
本
国
に
お
け
る
文
化
や
宗
教
に
基
づ
く
慣
習
に
よ
り
、
婚
姻
関
係
等
が
破
綻
し
た
女
性
に
対
す
る
差
別
が
根
強
い
た
め
、
就
労
や
教
育
の
機
会
が
著
し
く
制
限
さ
れ
る
な
ど
に
よ
り
、
安
定

し
た
生
活
を
継
続
す
る
こ
と
が
極
め
て
困
難
で
あ
る
こ
と
等
な
ど
。

（
57
）E

n
din

g V
iolen

ce A
ssociation

 of B
C

, et al., su
pra n

ote 35, p.64.

（
58
）Im

m
igration

 M
an

u
al IP

 5 , su
pra n

ote 3, p.35.

（
59
）
た
と
え
安
定
し
た
職
お
よ
び
貯
金
が
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
生
活
基
盤
要
件
を
満
た
す
と
判
断
さ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
。
貯
金
も
あ
っ
た
が
、
家
賃
の
支
払
い
に
つ
い
て
は
、
公
的
扶
助
受
け
て

い
た
め
、
不
許
可
と
な
っ
た
事
例
も
あ
る
。
ま
た
、
申
請
者
と
カ
ナ
ダ
在
住
期
間
が
同
様
の
他
の
外
国
人
と
比
較
す
る
と
、
申
請
者
の
経
済
力
が
乏
し
い
と
い
う
こ
と
も
、
不
許
可
の
理
由
で
あ
っ

た
（R

u
iz v. C

an
ada M

in
istry of C

itizen
sh

ip an
d Im

m
igration

 [2006] F.C
.J. N

o. 573., P
ara 20, 34.

）N
eu

feld, su
pra n

ote 46, p.195.

（
60
）
ま
た
、
本
国
で
の
職
歴
や
資
格
に
つ
い
て
も
考
慮
さ
れ
な
い
。S

m
ith

, su
pra n

ote 20, p.iv.

（
61
）I.G

 v. C
an

ada

（M
in

istry of C
itizen

sh
ip an

d Im
m

igration

）[1999] F.C
.J. N

o. 1704

（Q
L

）para22., N
eu

feld, su
pra n

ote 46, p.195.

（
62
）あ
る
ケ
ー
ス
で
は
、三
人
の
子
が
い
る
外
国
人
Ｄ
Ｖ
被
害
者
に
対
し
て
、経
済
的
に
自
立
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
み
な
し
、Ｈ
＆
Ｃ
に
基
づ
く
永
住
権
を
認
め
な
い
結
果
を
下
し
た
。ibid, p.197.
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（
63
）“T

h
e h

ardsh
ip faced by th

e applican
ts

（if th
ey w

ere n
ot gran

ted th
e requ

ested exem
ption

）w
ou

ld be, in
 th

e m
ost cases, u

n
u

su
al. In

 oth
er w

ords, a h
ardsh

ip n
ot 

an
ticipated by th

e A
ct or R

egu
lation

s; an
d th

e h
ardsh

ip faced by th
e applican

ts

（if th
ey are n

ot gran
ted th

e requ
ested exem

ption

）w
ou

ld be, in
 th

e m
ost cases, 

th
e resu

lt of circu
m

stan
ces beyon

d th
e person

’s con
trol ”. Im

m
igration

 M
an

u
al IP

 5, su
pra n

ote 55, p.12.

（
64
）
Ｈ
＆
Ｃ
申
請
に
対
す
る
移
民
審
査
官
の
決
定
に
つ
い
て
は
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
公
開
さ
れ
な
い
た
め
、
審
査
の
段
階
で
、
ど
の
よ
う
な
内
容
が
過
酷
な
生
活
と
評
価
さ
れ
た
の
か
、
正
確
な
情

報
を
得
る
こ
と
は
非
常
に
難
し
い
。N

eu
feld, su

pra n
ote 46, p.192.

（
65
）ibid, p.192.

（
66
）“O

fficers sh
ou

ld be sen
sitive to situ

ation
s w

h
ere th

e spou
se

（or oth
er fam

ily m
em

ber

）of a C
an

adian
 citizen

s or perm
an

en
t residen

t leave an
 abu

sive situ
ation

 

an
d, as a resu

lt, dose n
ot h

ave an
 approval spon

sorsh
ip ” , Im

m
igration

 M
an

u
al IP

 5, su
pra n

ote 55, p.40.

（
67
）E

n
din

g V
iolen

ce A
ssociation

 of B
C

, et al, su
pra n

ote 35, p.63.

（
68
）
Ｈ
＆
Ｃ
制
度
を
利
用
し
て
永
住
権
申
請
を
試
み
た
が
認
め
ら
れ
ず
、
連
邦
裁
判
所
に
再
審
請
求
を
し
た
事
例
に
お
い
て
、
裁
判
官
は
、
施
行
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
バ
イ
オ
レ
ン
ス
に
関

す
る
規
定
に
は
拘
束
力
が
な
く
、
た
と
え
暴
力
の
事
実
が
認
め
ら
れ
て
も
、
カ
ナ
ダ
へ
の
残
留
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
見
解
を
示
し
た
。 Jobn

ou
n

 v. C
an

ada

（M
in

ister of 

E
m

ploym
en

t an
d Im

m
igration

）, [1993] F.C
.J.N

o.844, para2-4. 

尚
、
再
審
査
が
行
わ
れ
る
の
は
、
再
審
査
申
請
件
数
全
体
の
二
三
％
程
度
で
あ
る
。
ま
た
、
最
初
の
決
定
を
覆
す
の
は
非

常
に
難
し
く
、
再
審
査
に
は
、
相
当
の
理
由
が
必
要
と
な
る
。N

eu
feld, su

pra n
ote 46, p.200.

（
69
）
米
国
市
民
ま
た
は
永
住
資
格
保
持
者
と
婚
姻
し
た
外
国
人
配
偶
者
が
、
永
住
権
資
格
を
取
得
す
る
た
め
に
は
、
家
族
関
係
に
基
づ
く
永
住
権
（Fam

ily-based Im
m

igration

）
を
申
請
す
る
こ

と
と
な
る
。
し
か
し
、
婚
姻
期
間
が
二
年
未
満
の
場
合
は
、
ま
ず
仮
の
永
住
権
（C

on
dition

al perm
an

en
t residen

ce

）
が
付
与
さ
れ
る
。
家
族
関
係
に
基
づ
く
永
住
権
へ
の
在
留
資
格
変
更
手

続
き
は
、
仮
の
永
住
権
の
有
効
期
限
九
〇
日
前
に
行
う
必
要
が
あ
る
。
こ
の
変
更
手
続
き
は
、
外
国
人
配
偶
者
本
人
で
は
な
く
、
米
国
市
民
ま
た
は
永
住
資
格
保
持
者
で
あ
る
一
方
配
偶
者
が
、「
外

国
人
の
た
め
の
請
願
（P

etition
 for th

e A
lien

 R
elatives
）
を
、
米
国
市
民
権
・
移
民
業
務
局
（U

.S
 C

itizen
sh

ip an
d Im

m
igration

 S
ervices, U

S
C

IS

）
に
申
し
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
し
か
し
、
婚
姻
当
事
者
間
に
Ｄ
Ｖ
が
発
生
し
て
い
る
場
合
に
は
、
加
害
者
側
の
米
国
市
民
ま
た
は
永
住
権
保
持
者
の
資
格
変
更
手
続
き
に
協
力
し
な
い
場
合
が
多
く
、
そ
の
結
果
、
外
国
人
配

偶
者
が
非
正
規
滞
在
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
退
去
強
制
を
恐
れ
る
外
国
人
女
性
た
ち
は
、
退
去
強
制
の
危
険
を
覚
悟
し
て
救
済
を
求
め
る
か
、
暴
力
の
中
に
留
ま
る
こ
と
か
を
選
ば

ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
お
か
れ
て
い
た
。

（
70
）
Ｕ
ビ
ザ
が
認
め
ら
れ
る
と
、
最
長
四
年
間
の
滞
在
が
許
可
さ
れ
、
こ
の
期
間
に
就
労
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

（
71
）
Ｕ
ビ
ザ
暫
定
最
終
規
則
の
施
行
は
Ｕ
ビ
ザ
創
設
か
ら
七
年
後
の
二
〇
〇
七
年
一
〇
月
、
ま
た
、
Ｕ
ビ
ザ
か
ら
永
住
権
へ
の
資
格
変
更
に
係
る
暫
定
最
終
規
則
は
、
二
〇
〇
九
年
一
月
に
よ
う
や

く
導
入
さ
れ
た
。O

ffice of th
e C

itizen
sh

ip an
d Im

m
igration

 S
ervice O

m
bu

dsm
an

, Im
provin

g th
e P

rocess for V
ictim

s of H
u

m
an

 T
raffickin

g an
d

 C
ertain

 C
rim

in
al 

A
ctivity: T

h
e T

 –visa an
d

 U
-visa, Jan

u
ary 29, 2009, p.9.

（
72
）
国
連
女
性
差
別
撤
廃
委
員
会
は
、
カ
ナ
ダ
政
府
に
よ
る
女
性
差
別
撤
廃
条
約
実
施
状
況
第
六
回
お
よ
び
七
回
報
告
書
に
対
す
る
最
終
見
解
に
お
い
て
、
女
性
に
対
す
る
暴
力
の
被
害
者
、
特
に
、
カ

ナ
ダ
先
住
民
、
障
害
者
、
移
民
、
難
民
、
人
身
取
引
、
地
方
お
よ
び
北
部
地
域
住
民
の
女
性
の
ニ
ー
ズ
に
対
応
し
う
る
シ
ェ
ル
タ
ー
や
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
の
必
要
性
を
指
摘
し
て
い
る
。C

E
D

A
W

, 

su
pra n

ote 45, para 30.

（
73
）
シ
ェ
ル
タ
ー
に
勤
務
し
て
い
る
外
国
人
職
員
に
よ
る
と
、
言
語
の
違
い
に
よ
り
、
外
国
人
女
性
へ
の
情
報
提
供
が
不
十
分
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
被
害
者
に
対
し
て
支
援
サ
ー
ビ
ス
が
あ
る
こ
と

を
知
ら
せ
る
た
め
の
、
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
や
地
域
社
会
に
お
け
る
取
組
み
が
必
要
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。B

Y
O

N
D

 T
H

E
 S

H
E

LT
E

R
 W

A
L

L
S

, N
O

 M
O

R
E

 R
U

N
N

IN
G

 IN
 

C
IR

C
L

E
S

, Y
W

C
A

 of C
an

ada, 2008, p.33.




